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第 22 回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 

情報提供・相談支援部会 議事要旨 

日時 ：2024 年 5 月 24 日（金）13:00-15:00 

開催形式 ：オンライン開催(Zoomミーティング) 

1．開会の挨拶

(都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 議長/国立がん研究センター理事長 中釜 斉)

情報提供・相談支援部会ができてから10数年経過しているが、これまでの取組を振り返りながら、改めて当部会が

がん医療の均てん化にどのような役割を果たしているかを考えてみたい。さらに第4期のがん対策推進基本計画を踏ま

えた上で、今後日本におけるがん医療の均てん化をどのように図っていくかという視点で、皆様の忌憚のないご意見を

伺いたい。 

本日の出席者について 

（国立がん研究センター がん対策研究所 情報提供・相談支援部会事務局 宮本 紗代） 

都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 参加施設の情報提供・相談支援の責任者またはそれに準ずる 

方、実務者の方々、合計128名の方に、また小児がん拠点病院相談支援部会の相談員の皆様と、都道府県 

のがん対策主管課の皆様にもオブザーバーとして参加いただいている。 

オブザーバー紹介（がん対策研究所 宮本）

富山AYA世代がん患者会 Colors 代表 樋口 麻衣子 様 

一般社団法人 グループ・ネクサス・ジャパン 理事長 天野 慎介 様 

2．厚生労働省より挨拶 

   (厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 相談支援専門官 戸石 輝 様) 

 情報提供・相談支援という分野は、医学的な部分だけでなく、社会や文化の変化に対応する必要があり、特にが

ん相談支援センターでは多様化、複雑化するニーズに対応していただいている。様々な変化の中で、当部会のあり方

の再検討も必要になってきていると認識している。また、がん診療連携拠点病院等の整備指針では、都道府県協議

会の主な役割としてBCPについての議論をお願いし、がん診療連携拠点病院等にはBCPを策定することが望ましいと

している。その中で、災害時のがん情報提供・相談支援の検討も重要だと考えている。引き続き、昨年3月に閣議決

定された第4期がん対策推進基本計画に記載されているがん対策について、皆様と連携しながら取り組みを進めてま

いりたい。また本日の検討を通じて、より多くのがん患者や家族に質の高い支援・情報提供がなされることを期待する

とともに、皆様の知見をご教授いただきたい。 

3．本日の概要 資料 3 スライド 4
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（都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会情報提供・相談支援部会 部会長／ 

国立研究開発法人 国立がん研究センターがん対策研究所 がん情報提供部長 松岡 豊） 

4．情報提供・相談支援部会のこれまでの歩みと成果 資料 3 スライド 6～23 

   (国立がん研究センター がん対策研究所 情報提供・相談支援部会事務局 八巻 知香子) 

当部会の親会である都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会が設置されたのは2008年で、当部会は2012

年に設置されている。以後、整備指針が変わるたびに増える課題に対応しながら、4回にわたってワーキンググループを

組織し、どのような情報提供、相談対応を行うことが患者さんにとって望ましいのかを模索しながら進んできた。患者・

家族のニーズを集約し提言すること、患者目線からのフィードバックをいただくことも大事にしながら運営している。ワーキ

ンググループの協議事項は提案書として厚生労働省に提出されており、整備指針に反映されているものも多くある。

5. 今後の情報提供・相談支援部会のあり方に関するアンケートの報告 資料 3 スライド 25～31

(がん対策研究所 八巻 知香子)

当部会の活動についてのアンケートを皆様からいただいたので結果についてご報告したい。 

部会の意義として、自施設や自県での取り組みの質向上に寄与できている一方、がん対策に現場の声を反映でき

ているという点の評価は低く、直接関与が及ばない範囲での難しさがあると考えられた。好事例報告については、管理

者・相談員自身それぞれにある程度影響力があったというご意見をいただいている。また部会の開催については現状維

持の年2回開催がいいというのが大多数のご意見で、オンライン開催の簡便さと対面開催の良さの両方についてご意

見をいただいたので、オンラインを基本として、時折対面開催を交えていくのがご希望に沿う方法かと事務局としては考

えている。 

・ディスカッション (進行: がん対策研究所 松岡部会長)

(がん対策研究所 松岡部会長)

  何かご意見、ご質問があればいただきたい。 

(滋賀県立総合病院 山内委員) 

  この部会の内容を滋賀県の各拠点病院に伝えてはいるが、なかなか伝えきれていないと感じている。希望される拠

点病院の方が広く参加される機会があってもいいのではないかと思う。 

(琉球大学病院 増田委員) 

現在、親協議会は報告会や好事例の発表の場になっているが、本来は協議、審議する場だと思うので、ワーキング

グループや部会から上がってきた案件をきちんと審議して、責任をもって行動を起こしていくような場であってほしい。その

ためにも本部会においては恒常的にワーキンググループを設けておいて、各拠点病院からの問題点を随時受け付けると

いうような形にして活性化していく必要があるのではないか。親協議会にも是非あり方について協議していただくよう意

見を上げていただきたい。 

(がん対策研究所 松岡部会長) 
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  大変建設的なご提案をいただき感謝したい。私は親会でも事務局を務めているので、いただいたご提案については

そちらでも情報共有しつつ進めていきたい。 

(琉球大学病院 増田委員) 

  例えば具体的に言うと、現在治療が始まるまでに全員ががん相談支援センターを訪問することが義務化されている

が、整備指針が改定されて2年、琉球大学病院ではうまくいっていない。おそらく主に病院幹部の理解不足が原因で

はないかと思うが、そういったことはもっと大きな視点で考えていかなければ解決しないので、是非親会で検討していただ

きたい。 

(がん対策研究所 松岡部会長) 

  ご意見について、事務局で受け取ったので検討させていただきたい。 

6. 大規模災害時のがん相談支援センター間の情報共有について 資料 3 スライド 33～52

・熊本地震の経験から災害時のがん相談支援センターの役割を考える

（熊本大学医学部附属病院 安達 美樹 様）

・災害時のがん患者受け入れ状況に関する情報共有の仕組みについて 資料 3 スライド 54～61

（国立がん研究センター がん対策研究所 情報提供・相談支援部会事務局 小郷 祐子） 

・質疑応答(進行: がん対策研究所 松岡部会長)

（秋田大学医学部附属病院 伊藤委員） 

 災害時病院情報入力フォームは、どの程度の災害時に入力するなど目安はあるか。 

（事務局 小郷） 

  機能が停止している病院が広範囲に及んでいるなど、影響が長期化しそうな状況、地震でいうと震度7程度の震災

を想定している。これまでもNCCから該当都道府県に状況を伺い個別判断をしてきた背景があるため、そのように対

応していきたい。また九州がんセンターとの意識合わせも行っていく必要がある。 

7. 相談員研修、国立がん研究センター認定事業について 資料 3 スライド 63～74

（国立がん研究センター がん対策研究所 情報提供・相談支援部会事務局 櫻井 雅代）

8．その他 

・オブザーバーからのコメント

富山AYA世代がん患者会Colors代表 樋口 麻衣子 様

  本日の部会で皆さんが系統的に学んでおられることを知り、患者として安心感を覚えた。部会内でさまざまな実践

報告や好事例報告を行っていると思うが、おそらくがん相談支援センターに自ら到達できている方は一歩進んだ患者

であると感じている。実際に私たち患者会で相談支援センターのことを知っている人は半分もいない。今の実践も大

事だが、まだ取り残されている患者さんが大勢いることを考慮し、全員がたどり着けるような統一した仕組みを当部会
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で検討して、実装していっていただけたら大変ありがたい。 

一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン理事長 天野 慎介 様 

私からは4点申し上げたい。 

  まず次回改定で整備指針の必須要件となる「患者さんや家族が一度はがん相談支援センターを訪問できる体

制を整備する」について、現場の負担が非常に大きいという声もある一方で、体制を整えてから医師の裁量による

ところが多い従来の傾向が変わってきているという声を複数の医師から聞いている。是非各拠点病院で進めていた

だきたい。 

   2点目に、相談支援センターの人員の増員については強く要望しているものの未だに反映されていない。今後も

厳しいことを考えると、むしろ現場のほうから相談支援センターのあり方を提案していったほうが実現性が高いのでは

ないかと本日の議論を聞いていて感じた。  

   3点目に、施設別がん登録件数検索システムについて、一部の症例数について相談支援センターの人しか見ら

れない状況になっていることが、がん登録の利活用が進んでいない元凶の1つになっていると思う。症例数の公開は

むしろ公衆衛生に資すると考えられるので、現在のがん登録件数検索システムのあり方は再考していただきたい。 

   4点目に、相談支援センターで「主治医との関係がうまくいかない」旨の相談をしたら主治医も知っていたという事

例を聞いている。守秘義務上でも大きな問題だと思われる。患者さんの立場に立った相談をする場として、認識の

改善を是非お願いしたい。 

・ディスカッション (進行: がん対策研究所 宮本)

(がん対策研究所 宮本)

  ご意見を踏まえて取組を進めてまいりたい。ご感想、ご意見等あれば伺いたい。 

(琉球大学病院 増田委員) 

  今いただいたお二人のご意見について、第5期のワーキンググループなどで取り上げてきちんとした形にしていくべきだと

思う。 

(がん対策研究所 松岡部会長) 

  天野様、増田先生のご意見を踏まえ、まず事務局で整理した上で対応を検討していきたい。 

9．閉会の挨拶 

(がん対策研究所 松岡部会長) 

本日はさまざまなご意見、ご感想を賜り感謝申し上げる。 

  いただいたご意見について、最終的には拠点病院の機能強化、がん医療の均てん化を目指して、どうするのが一

番良いかを整理しながら形にしていきたいと考えている。引き続き、ワーキングを含めて先生方には部会の運営にご協

力をいただきますようお願い申し上げる。  

以上 
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参考 

がん診療連携拠点病院の整備に関する指針 

（用語の解説） 

１ ＡＹＡ世代 

 Adolescent and Young Adult（思春期・若年成人）の頭文字をとったもので、

主に思春期（15歳～）から30歳代までの世代を指す。 

２ セカンドオピニオン

診断及び治療方針等について、現に診療を担っている医師以外の医師による助言

及び助言を求める行為をいう。 

３ 患者サロン 

医療機関や地域の集会場などで開かれる、患者や家族などが、がんのことを気

軽に語り合う交流の場をいう。 

４ ＢＣＰ 

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェ

ーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、

重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させる

ための方針、体制、手順等を示した計画のこと。事業継続計画。 

５ 我が国に多いがん 

大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、前立腺がん及び肝・胆・膵のがんをいう。 

６ レジメン

薬物療法における薬剤の種類や量、期間、手順などを時系列で示した計画のこ

と。 

７ リンクナース

医療施設において、各種専門チームや委員会と病棟看護師等をつなぐ役割を持

つ看護師をいう。 

８ アドバンス・ケア・プランニング

 人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事

前に繰り返し話し合うプロセスのこと。 
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Ⅰ.分野別目標

県単独事業・国庫補助事業 金額(千円) 地域医療介護総合確保基金 金額(千円)

1. がんの予防

○生活習慣病予防総合支援事業費

◆健康増進事業費補助金（市町で実施する健康診査等への補助） (95,724)
◆生活習慣病予防推進指導事業（生活習慣病予防協議会の運営等） 1,450

〇県民健康づくり運動推進事業費 (11,433)
２.がんの早期発見

○がん対策強化推進費

◆科学的根拠に基づくがん情報普及啓発事業 1,250
○生活習慣病予防総合支援事業費

◆生活習慣病予防推進指導事業（がん検診の精度管理等：再掲） (1,450)

１．がん医療提供体制等の充実

○がん対策強化推進費 ○在宅がん医療推進事業費

◆がん医療体制整備事業（拠点病院への補助金） 60,000 ◆在宅緩和ケア体制構築事業 24,857
・がん診療連携連携拠点病院ネットワーク事業 ・在宅緩和ケアコーディネータ養成事業等

・がん医療従事者研修事業

◆緩和ケア普及推進事業（緩和ケアセンターの設置等） 3,505
◆がん医療の地域連携強化事業（コーディネーターの配置等） 14,192

２.希少がん・難治性がん対策の推進

○がん対策強化推進費

◆がん医療体制整備事業（拠点病院への補助金：再掲） (60,000)
・がん診療連携連携拠点病院ネットワーク事業

３．小児がん及びＡＹＡ世代のがん対策の推進

○がん対策強化推進費

◆がん医療体制整備事業（拠点病院への補助金：再掲） (60,000)
・がん診療連携連携拠点病院ネットワーク事業

◆小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 3,680
〇小児慢性特定疾病対策費 (321,789)
〇小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 (9,327)

４．高齢者のがん対策の推進

○がん対策強化推進費

◆がん医療体制整備事業（拠点病院への補助金：再掲） (60,000)

・がん診療連携連携拠点病院ネットワーク事業

５．新規医療技術の速やかな医療実装

○がん対策強化推進費

◆がん医療体制整備事業（拠点病院への補助金：再掲） (60,000)
・がん相談支援、情報提供事業

６．人材育成と教育環境の整備

○がん対策強化推進費

◆がん医療体制整備事業（拠点病院への補助金：再掲） (60,000)
・がん医療従事者研修事業

７.がん登録の充実と活用促進

○がん対策強化推進費

◆がん登録推進事業（がん情報収集等） 13,308

○がん対策強化推進費 ○在宅がん医療推進事業費

◆がん相談・情報提供支援事業（院内がん患者サロンへの支援等） 2,052 ◆患者サロン事業 4,885
◆がん医療体制整備事業（拠点病院への補助金） (60,000) ・町なかサロン運営補助

・がん相談支援、情報提供事業

２.社会連携に基づくがん対策

○がん対策強化推進費 ○在宅がん医療推進事業費

◆緩和ケア普及推進事業（緩和ケアセンターの設置等：再掲） (3,505) ◆在宅緩和ケア体制構築事業（再掲） （24,857）
◆がん医療の地域連携強化事業（コーディネーターの配置等：再掲） (14,192) ・在宅緩和ケアコーディネータ養成事業等

◆がん医療体制整備事業（拠点病院への補助金：再掲） (60,000)
・がん診療連携連携拠点病院ネットワーク事業

３.がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援）

○がん対策強化推進費

◆がん相談・情報提供支援事業（就労支援に関する委託事業：再掲） (2,052)
◆がん医療体制整備事業（拠点病院への補助金：再掲） (60,000)

・がん患者の就労に関する総合支援事業

４.ライフステージに応じた療養環境への支援

○がん対策強化推進費

◆若年がん患者在宅療養支援事業 870
５.がん教育・がんに関する知識の普及啓発

○がん教育推進事業費【教育委員会保健体育課】

◆がんに関する教育総合支援事業費（がん教育研修会の開催等） 1,055
※がん医療体制整備事業：補助金総額　60,000千円

Ⅱ.計画を推進するために必要な事項
金　額 備考 金　額

1,104

合　 　計 (　　)は除く　① 102,466 基金事業計　(　　)は除く　② 29,742

132,208

　県は、がん対策推進計画を実効あるものとして総合的に推進するため、がん患者及びその家族、が
ん医療従事者、学識経験者等で構成する協議の場を設け、毎年、計画の進捗状況の把握に努めると
ともに、計画の具体的な推進方法等の協議を行う。（がん対策推進委員会等の設置及び運営）

令和６年度当初予算合計（①+②）

　県民に対し、緩和ケアの意義や
必要性等に関する普及啓発を行
うとともに、医療・福祉を含む支援
体制等の情報提供に取り組む。

　職場における理解の促進、相
談支援体制の充実を通じて、が
んになっても安心して働き暮らせ
る社会を構築する。

　小児・ＡＹＡ世代や高齢のがん
患者の療養環境への支援を行
う。

　がん教育を推進するとともに、
県民が必要な情報を得られる機
会を提供する。

　がん医療の向上を図るため、が
ん医療に携わる専門的な医療従
事者の育成を推進する。

希少がん・難治性がんの患者を
適切な医療機関へ繋げるための
環境整備や情報提供を行う。

　科学的根拠のあるがん対策を
推進するため、基礎データとなる
がん登録の精度の維持・向上に
取り組む。

Ⅲ　がんになってもお互いに支え合い、安心して暮らせる地域社会の実現

１.相談支援及び情報提供
　がん患者とその家族の悩みや
不安を汲み上げ、患者とその家
族にとってより活用しやすい情報
提供及び相談支援体制を実現す
る。

　高齢のがん患者への適切な治
療及びケアの提供を推進するとと
もに、拠点病院等と、地域の医療
機関、介護事業所等との連携体
制の構築を図る。

　拠点病院等において、臨床研
究等の推進に取り組むとともに、
患者目線の分かりやすい情報提
供に努めていく。

　がん検診及び精密検査の受診
率の向上に向けて、効果的な普
及啓発や事後指導の徹底、検診
の実施方法の工夫など、受診促
進策を講じる。

Ⅱ　患者本位の安全・安心で質の高いがん医療の提供

　地域にかかわらず等しく質の高
いがん医療を受けられるよう、が
ん診療連携拠点病院等の機能
強化を図るとともに、放射線療
法、化学療法、手術療法や、緩
和ケアと在宅医療の更なる充実
を図るほか、チーム医療の推進
に努める。

　小児がん患者の長期フォロー
アップ体制の構築、情報提供の
充実などに努めるとともに、生殖
医療に関する情報・相談支援を
継続的に提供できる体制の整備
を進める。

令和６年度　愛媛県がん対策推進計画への予算対応状況一覧

分　 　野
令和６年度当初予算の項目（○：事項名 ◆：細事項名）

Ⅰ　科学的根拠に基づくがんの予防・がん検診の充実

　がん予防に関する正しい知識
の普及や喫煙率の低減、栄養・
食生活や運動等の生活習慣の
改善を図るなど健康づくりに関す
る支援を行う。
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〇若年がん患者在宅療養支援事業 

・令和２年度から実施（令和４年度からは県内の全市町と連携して実施）

・実績は令和４年度１市、令和５年度５市

・今年度は別添リーフレットを作成し、県内の訪問介護、訪問入浴介護サービス提

供事業所 460 か所に送付

〇小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 

・令和４年度から実施

・実績は令和４年度 11 件、令和５年度７件

・予算額は令和４年度 1,325 千円、令和５年度 2,275 千円、令和６年度 3,600 千円

〇ウィッグ及び胸部補正具等購入費の助成について 

・令和５年度まで今治市、宇和島市、⻄条市の３市で実施

・令和６年度から松山市、八幡浜市、上島町、⻤北町の４市町が開始し、現在、７

市町で実施されている。
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詳しいことは、治療を受けている病院の相談窓口か

この事業を実施する各市町の担当窓口に

お問い合わせください。

詳しいことは、治療を受けている病院の相談窓口か

この事業を実施する各市町の担当窓口に

お問い合わせください。

がんと診断された患者さんをサポートする
愛媛県のがん情報提供WEBサイト

対象：20歳以上～40歳未満
（医師が一般に認められている医学的知見に基づき
回復の見込みがない状態に至ったと判断された方）

内容：訪問介護 訪問入浴介護
福祉用具貸与 福祉用具購入

料金：サービス利用料の上限額：月額６万円
自己負担額：サービス利用料の１割

≪市町の担当窓口≫

市町 担当窓口 電話番号
松山市 松山市保健所 健康づくり推進課 089-911-1819
今治市 健康推進課 0898-36-1533
宇和島市 保険健康課 0895-49-7021
八幡浜市 保健センター 0894-24-6626
新居浜市 保健センター 0897-35-1070
⻄条市 中央保健センター 0897-52-1215
大洲市 健康増進課 0893-23-0310
伊予市 保健センター 089-983-4052
四国中央市保健センター 0896-28-6054
⻄予市 健康づくり推進課 0894-62-6407

市町 担当窓口 電話番号
東温市 健康推進課 089-964-4407
上島町 健康推進課 0897-74-0911
久万高原町 保健センター 0892-21-2700
松前町 健康課 089-985-4118
砥部町 保健センター 089-962-6888
内子町 保健センター 0893-44-6155
伊方町 中央保健センター 0894-38-1811
松野町 保健福祉課（保健センター内） 0895-42-0708
⻤北町 保健介護課（内線3120） 0895-45-1111
愛南町 保健福祉課 0895-72-1212

がんサポートサイトえひめ

若年のがん患者さんが、住み慣れた自宅
などで過ごせるよう、在宅療養に必要な
費用の一部を助成します。
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若年がん患者在宅療養支援事業 利用のながれ
利用にあたっての手続きについては、お住まいの市町の担当窓口へご相談

ください。電話でも相談できます。
市町により手続きや助成対象者、助成額などが異なる場合があります。

１ 利用申請

２ 利用決定の通知

３ サービスの利用

４ サービス利用料の支払い

５ サービス利用料の請求

６ 審査、申請者への支払い

７ 申請内容変更や利用の停止

申請書と主治医の意見書などを市町の窓口に提出してください。

市町で申請内容を審査した後、利用決定通知書が送付されます。

介護サービス事業者との契約はご自身で行っていただきます。
適当な介護サービス事業者をご存じない場合は、市町の担当窓口にご相談
ください。

サービス利用料の１割を自己負担額として介護サービス事業者にお支払いください。
残りの額は市町から介護サービス事業者に直接支払われます。（委任払い）
ただし、市町により、介護サービス事業者から請求された全額をご本人がいったん
支払い、自己負担額（利用料の１割）を除いた額の助成金を受け取る方法（償還払
い）をとっている市町もありますので、詳しくは市町の担当窓口にお問い合わせく
ださい。

※償還払いの場合のみ
請求書、実績確認書などを市町の担当窓口へ提出してください。

市町で申請内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。

支援事業の利用途中に、住所等の変更があった場合やサービスを利用する必要が
なくなった場合など、必ず市町に連絡し、変更申請書をご提出ください。

※償還払いの場合のみ

（R6.6.1現在）37
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ウィッグ（かつら）・乳房補整具等の
購入費を助成します

松山市では、がん患者さんが治療を続けながら
自分らしく毎日の生活を送ることができるよう

がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化を補うために購入した
ウィッグや乳房補整具などの費用の一部を助成します。

● ウィッグ（全頭用、部分用）

● 装着用ネット
　※ウィッグと同時申請のみ。
● 毛髪付き帽子

ウィッグ等

● 補整パッド
● 補整下着
● 直接肌に接着する人工乳房乳房補整具等

対象外 ● 付属品やケア用品（クリーナー、リンス、ブラシなど）
● 購入に要した交通費、送料、手数料など
● 自作した場合の材料費　● レンタル費用

詳しくは、

裏面 へ ＞＞

松山市ウィッグ・乳房補整具等助成金

TTo o live a happy
live a happy

life every day
life every day..
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対象者 ● 松山市に住民票がある
● がんと診断され、治療中または治療を受けた
● がん治療による外見の変化（脱毛や乳房の変形など）を補う補整用具などを購入した
● 国または県内外の自治体から同様の助成を受けたことがない

次のすべてに
当てはまる人

個数制限はありません。１回にまとめて申請してください。
購入金額が上限に満たない場合でも、申請はそれぞれ１回限りです。

購入日の翌日から１年以内 購入費の１/ ２（1,000 円未満切り捨て）申請期限 助成額

問合先
健康づくり推進課（保健所）TEL： 089-911-1819
FAX：089-925-0230 ／ 〒 790-0813 松山市萱町６丁目 30-5 松山市保健所 １階

令和６年４月１日以降に購入
したウィッグまたは補整具など

ウィッグ等
乳房補整具等 各３万円

対象品 限度額
（上限）

電子申請または
健康づくり推進課に
必要書類を提出（郵送可）

フォームに必要事項を
入力し、必要書類➋➌
の画像データを添付し
てください。

電子申請申請方法

必要書類

➊ �松山市がんの治療に係るウィッグ類等
購入費助成金交付申請書兼請求書

➋ �補助対象用具を購入したことがわかる
領収書およびその明細書（写し）

　 ●  宛名、購入日、金額、品目名、領収書発行者
の記載があるもの

➌ がん治療が分かる書類（写し）
　 ●  手術や化学（薬物）療法などの同意書、お薬

手帳（抗がん剤名記載ページなど）、診療明細
書、治療方針計画書、そのほか抗がん剤によ
る治療や乳房を切除したことを証明するもの

※ 助成対象者や法定代理人以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
　 松山市がんの治療に係るウィッグ類等購入費助成金交付申請書兼請求書および委任状は、健康づくり推進課の窓口で

配布するほか、市ホームページでダウンロードできます。

がんについての不安や悩み・心配ごとは

がん相談支援センターへ

相談無料

秘密厳守
どなたでも利用できます。お気軽にご相談ください。

愛媛県の
がん相談支援
センター一覧
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愛媛県がん対策推進計画の概要 

 

１ 計画策定の趣旨 

  日本人の２人に１人ががんに罹り、３人に１人が、がんで亡くなると言われる中、本県におい

ても、依然として、がんは死亡原因の第１位（R４：がん死亡者数4,550人（全死亡者数の22.8％））を占め

ており、県民の生命や健康に対する重大な脅威と言える。第３期計画に基づく６年間の様々な取

組みにより、医療・相談支援等の体制整備は着実に進み、令和４年の75歳未満年齢調整死亡率は

69.7と、平成28年から10以上低下したものの、全体目標として掲げた67.9以下には届かなかった。 

  本計画では、がん患者等に対する社会的支援の充実等の新たな課題にも対応しつつ、引き続き、

予防・医療・共生を柱とした総合的ながん対策に県民総ぐるみで取り組み、「がんになっても安

心して暮らせる地域社会」の実現を目指す（計画期間：令和６年度から６年間）。 
 

２ 基本方針 

  １ がん医療の均てん化及び効率的かつ持続可能ながん対策の実現 

  ２ がん患者を含む県民の視点に立ったがん対策の実施 

  ３ 予防・医療・共生を柱とする県民総ぐるみのがん対策の推進 
 

３ 本県独自の取組み 

１ 在宅緩和ケア推進モデル事業の効果検証と県内全域への普及 

  ２ がん登録を活用した研究の推進（地域課題の把握と対策の立案） 

  ３ がん患者の就労継続に向けた支援の充実 

  ４ 高校生が療養中も切れ目なく教育を受けられる環境の整備 
 

４ 全体目標 

  Ⅰ【予防】科学的根拠に基づくがんの予防・がん検診の充実 

   （１）がんの予防（１次予防） 

   （２）がんの早期発見（２次予防） 

  Ⅱ【医療】患者本位の安全・安心で質の高いがん医療の提供 

   （１）がん医療提供体制等の充実 

   （２）希少がん・難治性がん対策の推進 

   （３）小児がん及びＡＹＡ世代（※）のがん対策の推進（※AYA世代：Adolescent and Young Adult…本計画では15～39歳としている。）  

   （４）高齢者のがん対策の推進 

   （５）新規医療技術の速やかな医療実装 

   （６）人材育成と教育環境の整備 

   （７）がん登録の充実と活用促進 

  Ⅲ【共生】がんになってもお互いに支え合い、安心して暮らせる地域社会の実現 

   （１）相談支援及び情報提供 

   （２）社会連携に基づくがん対策 

   （３）がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援） 

   （４）ライフステージに応じた療養環境への支援 

   （５）がん教育・がんに関する知識の普及啓発 
 
 
 

ロジックモデルの活用によるＰＤＣＡサイクルの実効性の確保 
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←　実　績　

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

愛媛県 79.9 75.2 72.8 73.6 71.5 65.2 69.7 67.8 66.0 64.2 62.4 60.5 58.7

全　国 76.1 73.6 71.6 70.0 69.6 67.4 67.4 65.9 64.5 63.1 61.6 60.2 58.7

　目　標　（愛媛県）　→

※

 ◎ 予防・医療・共生を柱とした総合的な取組みにより、死亡率５８．７以下を目指す！ 

      県民総ぐるみの総合的な取組みにより、死亡率の低下を加速させ、全国平均以下とする。 

 がんによる死亡率（75才未満年齢調整死亡率：人口10万対）の推移及び目標 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

（令和４年までの実績は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」より） 

 

５ 計画を推進するために必要な事項 

 （１）がん対策に係る関係者（県民、行政、医療機関、検診機関、事業主等）の役割と協力 

 （２）県民総ぐるみのがん対策の推進 
 
◎本県のがん医療提供体制の概要 

 国指定のがん診療連携拠点病院（拠点病院７病院）や県指定のがん診療連携推進病院（推進病院８病院）
において、専門的ながん医療が提供されているほか、がん相談窓口が設置され様々な相談支援・情報提供
等に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎都道府県がん診療連携拠点病院 
 がん診療の質の向上及び医療機関の連携協力体制の構築に関し、各都道府県のがん医療の中心的な役割を担う医療機関で、愛媛県
では四国がんセンターが指定されている。 

○地域がん診療連携拠点病院 
 二次医療圏単位を目安に指定され、地域のがん医療の拠点としての役割を担う医療機関で、愛媛県では、愛媛大学医学部附属病院
等６病院が指定されている。 

●愛媛県がん診療連携推進病院 
 国指定の「拠点病院」の機能・役割を補完し、がん診療の中核的役割を担う医療機関の裾野を拡大するため、県独自に拠点病院に
準ずる診療機能を有する８病院を指定している。拠点病院のない宇摩圏域及び八幡浜・大洲圏域にも指定しており、がん医療提供体
制の均てん化を進めている。 

県目標値 

(令和 10 年) 

58.7 以下 

※全国において平成 28

年から令和４年までの

６年間の低下率を維持

した場合の６年後の数

値 58.7 以下を目指す。 
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熊本
福岡

長崎

鹿児島

九州・沖縄地区

近畿地区
大阪

奈良・和歌山

中国・四国地区

岡山

北関東・甲信越地区

群馬

東北地区

宮城

宮城

首都圏地区

神奈川

東京

沖縄

2016

2015

2016

2017

2017

2017

長野
2015

2017

2012

2013

地域相談支援フォーラム/ワークショップ 2012年度～

:がん対策情報センター企画

:公募企画

:自主開催

青森

2019

兵庫

2019

神奈川

2019

茨城

佐賀

愛媛

2019

2019

福島

2018

2018

香川

2018千葉

宮崎

大分

埼玉

秋田

2014

四国地区

2013

群馬

青森

2019 北海道

2018

2014

北陸地区

石川

2020

山形 2021

新潟
2021

東京

2021

富山2021

滋賀・京都

2021

高知・徳島

2021

岩手

2022

栃木
2022

埼玉

2022

愛媛
2022

熊本

2023
北海道・青森地区

北海道

福井

2023

宮城
2023

青森

2022

2023

東海・北陸地区

山梨

千葉

2023

石川

2022

福岡

愛知

2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2021

2022

2023
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愛媛県内のがん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・がん診療連
携推進病院のがん相談支援センター相談員・がん相談に従事する相
談員 (医師、看護師、MSW、心理士等) ※他県からの参加も可能

2024年9月28日(土)
13：00～15：00

お問い合わせ：四国がんセンター 患者・家族総合支援室 （福島）
TEL（089）999-1209 FAX（089）999-1210
 松山市南梅本町甲160番 E-mail:519-tsupport@mail.hosp.go.jp

（事務局）

主催 愛媛県がん診療連携協議会 がん相談支援専門部会

本研修は、国立がん研究センターが実施する
「認定がん専門相談員制度」におけるⅢ群研修
の単位認定申請をしています。

住友別子病院 総合棟2階 多目的ホール
住所：新居浜市王子町3-1 連絡先：0897-37-7111

事例検討会
～評価表を用いてより良い相談対応について考える～

会場

対象

定員20名程度

参加費無料

2024年度第1回愛媛県がん相談員研修会

申込期間 2024年8月1日(木)～8月23日(金)

以下申し込みフォームよりお申込みください
https://forms.gle/23nEdRpFAoKa5KJX6

「相談対応の質保証(QA)を学ぶ」研修(主催が国立がん研究センター及び各都道府県がん
診療連携協議会等)を未受講の場合は、国立がん研究センター主催 がん相談員研修/基礎
研修(2)のeラーニング講義「相談対応の質の評価」(以下URL)を受講してください。

参加条件

https://ganjoho.jp/med_pro/training/consultation/basic1_2/2024.html
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2024 年度愛媛県がん相談員研修会開催概要 

タイトル 事例検討会 ～評価表を用いてより良い相談対応について考える～ 

目的・意義 

評価表を用いて事例を振り返り、相談者にとってより良い相談対応について考えること

ができる。 

相談員が個々の相談対応について気づきを深め、客観的・多角的観点を学ぶ。 

プログラム(予定) 

13：00～13：10 事務連絡、オリエンテーション 

開会あいさつ 講師・ファシリテーター紹介 

13：10～13：25 講義（評価表の使い方）（15 分） 

13：25～14：10 事例紹介・個人ワーク（45 分） 

14：10～14：40 グループディスカッション（30 分） 

14：40～14：55 全体共有（15 分） 

14：55～15：00 閉会あいさつ アンケート案内 事務連絡等（5 分） 

日時・方法 2024 年 9 月 28 日（土）13：00～15：00 集合研修 

会場 
住友別子病院 総合棟 2 階 多目的ホール 

愛媛県新居浜市王子町 3-1 （TEL）0897-37-7111（代） 

対象 

・愛媛県内のがん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・がん診療連携推進病院のがん

相談支援センター相談員 

・がん相談に従事する相談員（医師、看護師、MSW、心理士等）

・他県からの参加も可能

参加条件 

「相談対応の質保証（QA）を学ぶ」研修（主催が国立がん研究センター及び各都道府県が

ん診療連携協議会等）を未受講の場合は、国立がん研究センター主催 がん相談支援セ

ンター相談員研修/基礎研修(2)の e ラーニング 講義「相談対応の質の評価」を受講の上

参加する。テストなしコースは無料です。 

基礎研修（1）（2）研修修了（テストなし）コース／基礎研修（1）（2）知識確認（テスト

あり）コース：[国立がん研究センター がん情報サービス 医療関係者の方へ] 

(ganjoho.jp) 

定員・費用 20 名程度 ・ 無料 

事前申込 必要  ※事前申込者以外の参加は受け付けない

申込方法 愛媛県がん診療連携協議会がん相談支援専門部会の Google フォームから Web 申込 

申込期間 2024 年 8 月 1 日（木）～8 月 23 日（金） 

事後アンケート 事後アンケート用紙を会場にて配布・回収する 

受講証 全プログラム修了者へ発行する 

主催/事務局 

(連絡先) 

愛媛県がん診療連携協議会 がん相談支援専門部会/四国がんセンター 患者・家族総合

支援室 

〒791-0280 愛媛県松山市南梅本町甲 160  TEL:089-999-1209   FAX:089-999-1210 

※「認定がん専門相談員」認定事業におけるⅢ群研修申請予定 2024.07.09 
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2024年度 「情報から始まるがん相談支援」研修～地域展開版～愛媛開催 

研修概要

学習目的 

がん専門相談員の役割の中核（コア）である「情報支援」の重要性を理解するとともに、相談

員個々の「信頼できる医療情報を見極める力」「基本的な医療情報を活用する力」を高めること

を主目的とする。また、がん相談支援センターにおいて取り組みたい情報の整備についても学

ぶ機会とする。 

学習目標 

1. がん専門相談員としてヘルスリテラシーを高める重要性を認める

2. 信頼できる医療情報および情報源を見極めるための視点を述べる

3. ワークを通して、がん情報サービスや患者向けガイドラインの医療情報を理解する

4. 相談者に医療情報を提供する際の留意点を列挙する

5. 組織内において情報を収集、整備することの重要性を認める

6. グループワークは積極的に参加し、メンバーの意見も尊重する

日時・方法 
2024 年 11 月 9 日（土）13：00～17：00 （12：15～入室） 

Zoom による WEB 開催 

プログラム

(予定) 

13：00～13：15 

（15 分） 

オリエンテーション 開会あいさつ 講師・ファシリテーター紹

介、学習目的・目標の説明 

メイン

13：15～13：25 

（10 分） 

講義１ がん専門相談員、がん相談支援センターにとっての情報 

支援とは（復習） 

講義２ 医療情報をどう評価するか（復習） 

メイン

13：25～14：40 

（75 分） 

演習① 信頼できる情報を見極める 全体共有 GW 

14：40～14：50 休憩 

14：50～15：00

（10 分） 

講義３ 事前課題 e ラーニングの復習 

診療ガイドライン・活用例 

メイン

15：00～16：05

（65 分） 

演習② がん情報サービス、患者向け診療ガイドラインを使って 

みる、全体共有 

GW 

16：05～16：10 

（5 分） 

講義４ 事前課題 e ラーニングの復習、がん相談支援センターで 

の情報整備 

メイン

16：10～16：40

（30 分） 

演習③ 自施設の情報整備 全体共有 GW 

16：40～16：52 

（12 分） 

振り返り GW 

16：52～17：00

（8 分） 

まとめ、質疑応答、事務連絡、挨拶、終了 メイン

ホスト会場
四国がんセンター 患者・家族総合支援センター 

愛媛県松山市南梅本町甲 160 番地（TEL）089-999-1209（直通） 

対象 

・愛媛県内のがん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・がん診療連携推進病院のがん相談支

援センター相談員 

・がん相談に従事する相談員（医師、看護師、MSW、心理士等）

・他県からの参加も可能（四国 4 県からの参加を優先、応募多数の場合は主催者にて調整）

事前準備 事前準備） 

・受講者 1 名につき 1 台のオンライン受講が可能な PC を準備すること（スマートフォンやタブ
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事前課題 

レットは禁止）

・他の騒音等が入ることがない静かな受講環境を準備すること。他の受講者等と同室での受講

が必要な場合はヘッドセット等を準備すること 

事前課題） 

受講者は、事前に E ラーニングで講義を聴講し、2 種類のワークシート（情報の見極め、基本的

医療情報の活用）に取り組んだ上で当日参加する。具体的な内容は受講決定後に受講者に通知

する。 

定員・費用 30 名程度 ・ 無料 

事前申込 必要  ※事前申込者以外の参加は受け付けない

申込方法 愛媛県がん診療連携協議会がん相談支援専門部会の Google フォームから Web 申込 

申込期間 2024 年 9 月 6 日（金）～ 2024 年 10 月 6 日（日） 

受講証 全内容の受講とアンケートの提出を必須とする 

主催/事務局 

(連絡先) 

愛媛県がん診療連携協議会 がん相談支援専門部会 /四国がんセンター患者・家族総合支援室 

〒791-0280 愛媛県松山市南梅本町甲 160  TEL:089-999-1209   FAX:089-999-1210 

※「認定がん専門相談員」認定事業におけるⅢ群研修申請予定    2024.07.04 
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2024年度　患者アンケート調査　集計結果

愛媛大学医学部附属病院 済生会今治病院 愛媛県立中央病院 松山赤十字病院 市立宇和島病院 住友別子病院

2024/4/1～5/31 2024/4/3～5/31 2024/4/15～6/14 2024/5/21～6/17 2024/5/1～6/15 2023/6/10～2024/6/10

50件 12件 39件 ３７件 8件 139件

がん相談支援センターで相
談対応を行った患者・家族・
一般住民

がん相談支援センターで相
談を行った入院・外来患者

がん相談支援センターの相
談員が介入したがん患者・家
族

当院がん相談支援センター
利用者
（例） ・がん相談パンフレット
やホームページを見てがん
相談支援センターを訪れた
方
・主治医や他の医療従事者か
ら依頼を受け、相談対応をし
た方

入院外来問わず、がん相談
支援センターの相談員が対
面で対応した患者・家族（退
院支援を含む）

がん患者、家族、知人

(外来配布) (窓口配布)

■ とてもそう思う 167 18 49 11 35 36 7 120

■ ややそう思う 67 1 1 1 4 0 1 18

■ あまりそう思わない 9 0 0 0 0 0 0 1

■ 全くそう思わない 2 0 0 0 0 1 0 0

□ 未記入 4 0 0 0 0 0 0 0

■ とてもそう思う 117 16 34 10 30 27 4 101

■ ややそう思う 97 3 16 1 6 7 2 36

■ あまりそう思わない 23 0 0 0 1 1 0 1

■ 全くそう思わない 5 0 0 0 0 1 0 1

□ 未記入 7 0 0 0 2 1 2 0

■ とてもそう思う 121 15 37 8 21 24 3 83

■ ややそう思う 91 4 12 4 17 12 3 52

■ あまりそう思わない 20 0 1 0 1 0 0 3

■ 全くそう思わない 6 0 0 0 0 1 0 1

□ 未記入 11 0 0 0 0 0 2 0

①がん相談支援センターを
もっと早く知りたかったとい
う意見から、とくに外来での
診断早期の患者へ情報提供が
できるよう院内の周知活動を
工夫する。
また、市町の広報誌からセン
ターを知ったという意見もあ
り、行政による広報を継続し
てもらいたい。
②ピアサポートを求める意見
から、センターの案内と同時
に、がんサロンやピアサポート
の情報提供を行う。
③がん相談支援センター内で
役割の再認識（医師との関係
への配慮を含む）とニーズアセ
スメントや対応方法の振り返
りの機会を持ち、相談対応の
スキルアップを図る。

フィードバックの結果自体は
プラスの意見が多かった。改
善点の意見をもらうには回収
数を増やしていくことが必要
だと考える。がん相談支援セ
ンターとして関わっていると
いうことが相談者に伝わりづ
らいところがあったかもしれ
ない。そのため、回収率が良く
なかった。総合医療支援室が
がん相談支援センターという
機能を持っていることが周知
されていない。フィードバック
の期間以外にもがん相談支援
センターの周知を行っていく
ことで、来年度の回収率にも
つながるのではないかという
意見があった。

・がん相談員のスキルアップ
➡相談内容が多様化してい
る。１度の面談で解決しない
ケースもあり、アセスメント力
や相談対応の振り返りを行う
必要がある。スキルアップの
ための研修参加や相談記録の
監査をスタッフで行う。
・がん相談支援センターの周
知、利活用の推進
➡がん相談支援センターを
知ったきっかけは、８割が医療
スタッフ。院内医療スタッフが
がん相談支援センターにつな
いでくれていることが分かっ
た。院内医療スタッフへの周
知を推進していく。患者家族
が直接、がん相談支援セン
ターを利用できるように院外
に向けての広報の継続。

昨年度に引き続き、相談者の
満足度は高い.回答者1名が、
全ての質問に「全くそう思わな
い」と回答があり、「経済的な
こと」の相談で理由記載はな
かった.経済的な相談に対して
は、医療者間で情報共有して、
協働して対応していきたい。
《ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方法について》
調査用紙が相談者の状況（告
知後の悲嘆が強い等）により
控える場合があること、調査
期間が限られるため、相談者
の満足度の把握に限界がある
ことに対して、今年から二次元
バーコードからも回答できる
ように工夫したが、Web回答
者ゼロであった。今後、配布期
間や配布方法等も改善してい
きたい。

がん相談支援センター利用の
きっかけは、76%が院内ス
タッフからの勧めで、告知後各
科外来からつなぐ流れができ
たことが影響していると思わ
れる。
反面、何を相談したらよいか
わからなかったと共に、何か
あればいつでも相談できる場
所があることに安心したとの
意見もあり、今後の利用につ
ながる言葉掛けの仕方を検討
したい。
また必要なタイミングで相談
につながるよう、更に医療者
及び患者・家族への周知に努
める必要がある。

・相談対応件数に対して、アン
ケートの配布枚数が少なく、確
実に安定したアンケートの配
布を行う必要がある。アン
ケート結果を相談員で共有す
るタイミングで、アンケートの
必要性について再周知し、配
布の徹底を呼びかけている。
・病態の悪い患者に対する支
援を行った時のご意見集約が
難しく感じている。
・アンケートに相談員に対する
感謝の言葉が多くみられてい
るので、結果を共有するタイミ
ングで読み上げ、相談対応に
対する労いの時間にしてい
る。

施設名 四国がんセンター

実施期間 2024/5/1～5/31

回収数 外来配布：249件  窓口配布：19件

フィードバック結果
から見えてきた

がん相談支援センターの
課題と改善策等、検討事項

・外来患者に無作為に配布した場
合、いつ頃の対応だったのかがわ
からないため、次回から、相談支援
センターを利用した時期がわかる
ような質問にするなど、設問に工夫
が必要
・相談員によって対応に差があると
いう意見は昨年もあったため、相談
員間の対応差を解消できるような
具体的なマニュアルを作成する。
特に即答できない相談内容の場合
は、不快にさせない言い回しを相談
員間で共有する
・窓口では常にみられていることを
意識し、相談しやすい雰囲気づくり
をする。
・忙しそうな印象を与えないため
に、込み入った作業は窓口では行
わない。

アンケート対象者（自由記載）

(外来配布)
外来受診患者のうち無作為の５０
人に配布し「相談支援センターを
利用したことがある」と回答した
人を集計
(窓口配布)
相談支援センターを利用した人に
配布

共通項目の質問

①相談員は相
談しやすい雰囲
気でしたか？

②問題解決の
見通しが立ちま
したか？
または疑問が
解決しました
か？

③相談して気持
ちが楽になりま
したか？

67%

27%

4%
1%

1%

95%

5%

47%
39%

9%
2% 3%

84%

16%

49%
37%

8%
2% 4%

79%

21%

98%

2%

68%

32%

74%

24%

2%

92%

8%

91%

9%

67%

33%

90%

10%

77%

15%

3% 5%

54%44%

2%

97%

3%

73%

19%

2% 3%

3%

65%

32%

3%

87%

13%

50%
25%

25%

37%

38%

25%

86%

13% 1%

72%

26%

1% 1%

60%
37%

2% 1%

86%

13% 1%
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令和６年度第１回 

がん相談支援センターのフィードバック体制についての意見交換会 議事録 

令和６年７月２日（火）15:00～17:00 

1.各施設より集計結果の報告、意見交換

2024 年度患者アンケート調査を実施し、集計結果について、各医療機関毎にまとめた資料を基に意見交換を行う。

（添付資料）

１）四国がんセンター

・期間中外来受診した患者のうち、毎日無作為で 50名に、医事課職員が配布。更に期間後半の2週間で相談窓口利

用者に相談員が配布。回収数：1077（外来 1050窓口 22）二次元バーコードでの回答者 0。

・外来患者配布分は、回収したもののうち「がん相談支援センター（以下センター）を利用したことがある」と回答した

方のみの結果を集計。

・外来配布より、相談員が手渡しした方が、評価が高くなる傾向がある。

・外来配布は率直なご意見が反映されやすい一方で、数年前の対応についての記載もあったため、現在の相談対応

を評価するためには、質問でセンターを利用した期間をある程度限定するなどの工夫が必要だったのではないか。

・相談員によって、雰囲気や言い回しの違いで印象の評価が異なるようだ。言い回しについて、セリフレベルのマニュ

アルを作成し、相談員間で共有する必要性を感じた。

２）愛媛大学医学部附属病院

・センター利用者に配布。回収数：50（用紙 48、二次元バーコード 2）

・センターについて、早期に周知する必要性。患者家族のみならず、院内スタッフや地域住民に向けての情報提供につ

いて。行政の広報等も利用する。

・医師とのコミュニケーションについての相談。相談者と医師の橋渡しをする役割はあったとしても、単なる伝言では

なく、相談者自身の言葉で伝えるべき場合もあるのでは。医師やスタッフに対し、アンケート結果をどう発信してい

くか。

３）済生会今治病院

・センターで相談を行った入院・外来患者に対し、相談員が手渡し。回収数：12（配布 55）うち、二次元バーコード 1

・回答者の年齢層、立場（本人か家族）、今後も利用したいか、について追加

・センターとしての関わりと、入退院支援としての関わりが重なる部分があるため、センターの機能自体が周知されて

いない印象。

出席者 医療機関 参加者 医療機関 参加者 

14名 

愛媛県立中央病院 季羽、渋谷 愛媛大学医学部附属病院 塩見、古川 

済生会今治病院 斉藤、松岡 済生会松山病院 藤原 

市立宇和島病院 黒田、沼田 住友別子病院 高橋、山地 

松山赤十字病院 中田 四国がんセンター 大西、福島 

司会 四国がんセンター 大西 
敬称略５０音順  

書記 済生会松山病院 藤原 
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４）愛媛県立中央病院

・外来からセンターへ紹介時、センターで面談時に配布。回収数：39（うち、二次元バーコード 7）

・患者家族の状況や、告知のタイミング等、アンケートを渡すことに躊躇する場合があった。

・センターを知ったきっかけについて、8 割が医療スタッフであり、院内スタッフへの周知を推進していくことの

重要性を感じた。院内だけではなく、院外に向けての広報も継続していく。

・二次元バーコード利用者数が他施設に比べ多かった。年齢層は、40代、50代、70代。

５）松山赤十字病院

・センター利用者に対し相談員が手渡しで配布。回収数：37（回収率 92.5％）二次元バーコード 0

・今春、センタースタッフ 3名の異動あり、実施開始が遅れた。

・実施期間が限られること、相談者の状況によって配布を控えてしまうこと、等結果に偏りが出る可能性がある。

・全ての質問に「全くそう思わない」と回答した方がいるが、相談内容が経済的な問題であった。

６）市立宇和島病院

・相談員が対面で対応した方に手渡し。回収数：8

・渡すタイミングを逃すことがあった。

・センター利用のきっかけは、75％が院内スタッフからの勧め。引き続き、院内への周知を行い、必要なタイミ

ングで早期に相談につながるよう努めたい。

・具体的な意見を得るため、質問項目毎に例をつけて理由欄を設けたが、有効な意見はなかった。

７）住友別子病院

・1年間で実施。1ヶ月毎に集計。相談員が面談時に手渡し。回収数：139

・患者の状態や相談内容によって、配布出来なかった。相談員によって配布数に偏りがあった。回収箱のみでは

回収率が低下したため、直接回収した。相談件数に対し、配布数が少なかった

・ネガティブな意見の方は、金銭的な問題であった。

・がん以外の相談対応でもアンケート実施していきたい。

全体を通しての意見 

・アンケートを配布する対象者の状況によって結果に偏りがある可能性あり。結果として、良い評価が多かった。

・②「相談して役に立ったか」より③「相談して楽になったか」に対しての「とてもそう思う」の割合が低い傾向が

ある。

・施設によって追加項目もあり、今後の分析に生かす。

・二次元バーコードを取り入れたが、回答数は少なかった。

・各施設内における関連部門へのフィードバックの機会について。院内の運営委員会等や、外来看護師の全体

会等、既存の会議にて報告する。医療者向けの院内広報誌等を利用。

・患者家族等への周知。外来診療部門等の協力を得る。

・院外への周知。施設公式アカウントにて配信。
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・医師とのコミュニケーションがとりづらいとの意見あり。院内への周知や発信の仕方が難しい。

・金銭的な相談は、解決策がなかなか見つからず、評価が低い傾向がある。

・入退院支援業務として相談員から介入した場合、相談者にとって、センターの相談員という認識が薄いことが

あり、アンケートの回収が難しい。回収率を上げる工夫として、直接相談員が受け取ったり、「この相談対応」に

ついてのアンケートをお願いするなどの工夫を共有。

・全体のまとめ方として、対象者のベースや方法が違うため、施設間で比較するのは難しい。数字を前面に出す

のではなく、課題を検討することに意義がある。

2.協議会としての取り組み・方向性

・相談支援の質の向上につながることが目的であるため、アンケートを通して見えてきた課題等に対し、今後も

意見交換を行っていく。

・3年間は同じ内容で継続していく方針だが、適宜検討していく。

・好事例について全体で共有する。

・相談員のスキルアップにつながる研修会等を開催して欲しい。

・センターの広報について。市町による広報の反響があったことを県にフィードバックし、県や市町による広報

の拡充について依頼する。

3.専門部会での共有方法（報告様式）について

「2024 年度患者アンケート調査集計結果」資料のうち、施設名、実施期間、回収数、アンケート対象者、共通質

問項目の集計を割合でグラフ化、課題と改善策等検討事項の項目についてまとめ直す。 

締め切り日までに各施設で修正を行う。 

表現を統一する。（QRコード→二次元バーコード） 

文字数制限なし。 

4.その他

広報活動について

５年前までに数回、協議会として参加していた「すごいもの博」は、ブース料・グッズ代等に加え、今年から机やイ

スなどの備品もレンタルとなった。費用負担が増加してきており、今後参加は難しいことを周知し承諾を得た。

全体で参加するような大きなイベントへの参加、出展は費用がかかることが多く、全体での参加が難しくなって

きている。 

過去に実施した出張相談について、フジ健康フェスタは、参加費は不要だが、１回参加して以降、要請がないた

め協議会としての参加は予定していない。 

県立図書館については、元々県立図書館と暖だんとのコラボ企画で、今年度は９月に開催予定。協議会として

の参加は予定していない。 

出張相談については、各施設で実施し、必要に応じて協議会として協力していく。全体で参加できそうなイベン

トがあれば情報提供していく。
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2024年 7月●日 

チェックリストワーキンググループ

愛媛県がん診療連携協議会 がん相談支援専門部会 

がん相談支援センター チェックリストワーキングの活動目標（案） 

Ⅰ．目的 

がん相談支援センター活動の PDCA サイクルを確保し、県内全体のがん相談支援の機能強化と質向上

を目指す 

Ⅱ．令和 6年度の活動目標 

1. グーグルフォームでの入力・集計のフォームを使用し、各病院で評価する。

2. 昨年提示されたＰＤＣＡチェックリスト 2023 修正案をもとに愛媛県のチェックリストと統合し、相談員項

目および管理者項目を明記したチェックリストを用いて評価する。管理者項目は管理者に働きかける

（評価を依頼する）ものとし、病院全体で患者を支えるための体制を整備する。

3. 重点項目設定

今年作成するチェックリストはがん施策（整備指針の文言）を軸に構成されたものであり、内容や解釈

を補足する文言を追加した。重点項目は設けず全体を評価する。

Ⅲ．方法・スケジュール 

1. ワーキング活動方針、今年度のチェックリスト項目について 7/27の専門部会にて提案し、決定する

2. 承認された入力フォームをメール配信する（8月末までに配信予定）

3. 各病院でのチェックリストの実施

提出期限：2024年 11月 28日（木） 17：00必着 

4. WGで各病院の結果を集計し、まとめる

1） 2025年 1月までに集計 課題の抽出と来年度の活動の検討

2） 年度末に結果・報告書の配信

以上 
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令和６年度がんサロン担当者の交流会開催概要 

 

１． 目的 

県内がんサロン担当者が各病院サロンの現状や課題、ピアサポーターとの連携等につ

いて意見交換を行い気付きを得ることで、自施設の問題や課題を明確にし、より良いサ

ロン運営に役立てることができるよう、がんサロン担当者の交流会を開催する。 

 

２． 日時：令和６年１０月２1日（月） 

   １３：３０〜１５：００ 

 

３． 開催方法：オンライン（ZOOM） 

 

４． 内容：情報共有・意見交換 

 

５． 対象：愛媛県内がん診療連携拠点病院、がん診療連携推進病院等のサロン担当者等 
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デスカッション：
司会：松本陽子（NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会長）

登壇者：
【四国がんセンター】

上月稔幸
山下素弘
大西明子

福島美幸（四国がんセンター患者・家族総合支援室長）
【NPO法人中皮腫サポートキャラバン隊】

右田孝雄
【国立がん研究センター】

吉田達哉（中央病院呼吸器内科医長）
加藤陽子

開会挨拶：山下 素弘 四国がんセンター 院長

閉会挨拶：川井 章 国立がん研究センター 希少がんセンター長

講演

司会：仁科 智裕 四国がんセンター がんゲノム医療センター 部長／消化器内科

【GIST 治療 UPDATE】
土井 俊彦 国立がん研究センター 東病院 病院長

【知っておくと役立つ ❝暖だん❞とお金に関するサポート情報】
福島 美幸 四国がんセンター 患者・家族総合支援室長

【患者会の紹介】
西舘 澄人 NPO法人 GISTERS 理事長

施設紹介

【四国がんセンターの紹介】山下 素弘

【国立がん研究センター 希少がんセンターの紹介】加藤 陽子

お申し込み：どなたでも参加可 無料
オンライン参加：当日URL：https://zoom.us/j/91708724395?
pwd=sfnQOjKeNre4SDKSUlJuYbQjPsaID1.1

現地参加：四国がんセンター 患者・家族総合支援センター【暖だん】

現地参加のみ：15時30分～16時【交流会】

希少がん みんなで語り合おう！

ディスカッション

司会：松本 陽子 NPO法人 愛媛がんサポートおれんじの会 理事長

【四国がんセンター】仁科 智裕・福島 美幸

【NPO法人 GISTERS】西舘 澄人
【国立がん研究センター】土井 俊彦・加藤 陽子

共催
国立病院機構 四国がんセンター／NPO法人 GISTERS
NPO法人 愛媛がんサポートおれんじの会／国立がん研究センター 希少がんセンター

後援
一般社団法人 全国がん患者団体連合会／愛媛新聞社(申請中)／愛媛県がん診療連携協議会

第2回 GIST（消化管間質腫瘍）セミナー in 四国

2024年8月31日（土）13時30分（13時開場）～15時30分

ハイブリット開催
巴 構 ｀` ー危） l『ハイブリット開催
四国がんセンター GISTERS おれんじの会 二 -J Rare Cancer Center 

少がんみんなで語り合おう．
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自然災害発生時における研修会等の取り扱いについて 

2022年 3月 

愛媛県がん診療連携協議会 

 がん相談支援専門部会 

１．対象となる災害 

台風、大雨、大雪、川の氾濫、地震などの自然災害 

２．対象となる研修会等 

 がん相談支援専門部会が主催する研修会、ワーキング会議、出張相談会イベント、その他の打ち合わせ会議

等。 

３．判断基準 

１）開催地に特別警報が発令された場合は中止とする。

２）特別警報・暴風雨警報など避難勧告発令などに伴い、公共の交通機関（バスや電車）が開催地の全区間

完全に運行停止となった場合は中止とする。 

３）以下の場合は状況を勘案して個別に判断する。

①開催地に 1）以外の警報が発令されたとき。

②開催地に台風が接近している場合。

③開催地に直接影響する地震が前日、あるいは当日に発生し被害が出たとき。

④参加者の移動に危険が生じる恐れがあるとき。

⑤天候等により欠席者が多いと予測される場合。

※ＷＥＢ開催時は運営事務局設置場所を開催地とみなす。

４．判断の時期 

１）部会長が、前日 15時の状況をみて判断する。

２）前日に判断が難しい場合は、部会長が当日の朝 6時の時点で気象庁のホームページで判断する。

５．中止の周知方法 

１）前日に中止の判断となった場合は、ワーキングのリーダーが、相談支援専門部会 MLへメールする。また、

電話にて参加者に周知する。 

２）当日の判断基準に沿って中止となった場合は、ワーキングのリーダーが相談支援専門部会 MLへメールす

る。また、参加者が問い合わせできる窓口を設ける。 

※相談支援専門部会 MLに登録している委員は、研修会等に参加する該当者に周知する。

６．中止後の対応 

中止した研修会の後日開催については、ワーキングにて判断する。 
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健発 0801第 16号 

令和４年８月１日 

各都道府県知事  殿 

厚生労働省健康局長 

（ 公 印 省 略 ） 

がん診療連携拠点病院等の整備について 

我が国のがん対策については、がん対策基本法（平成18年法律第98号）及び同法

の規定に基づく「がん対策推進基本計画」（平成30年３月９日閣議決定）により、総

合的かつ計画的に推進しているところである。 

 がん診療連携拠点病院については、全国どこでも質の高いがん医療を提供すること

ができるよう、がん医療の均てん化を目指し、その整備を進めてきたところである

が、がん医療の更なる充実のため、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」を

開催し、指定要件の見直し等について検討を進めてきた。 

 「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」からの提言を踏まえ、「がん診療連

携拠点病院等の整備に関する指針」（以下「指針」という。）を別添のとおり定めた

ので通知する。 

 ついては、各都道府県におかれては、指針の内容を十分に御了知の上、がん患者等

がその居住する地域に関わらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療や支援

等を受けることができるよう、がん診療連携拠点病院等の推薦につき特段の御配慮を

お願いする。 

 また、指針に規定する「新規指定推薦書」等については、別途通知するので御留意

されたい。 

 なお、「がん診療連携拠点病院等の整備について」（平成30年７月31日付け健発07

31第１号厚生労働省健康局長通知。以下「旧通知」という。）は廃止する。ただし、

地域がん診療連携拠点病院（高度型）の指定に関わる部分に限り、令和５年３月末日

まで有効とする。 
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別添 

がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 

略語 

本指針において以下の略語を用いる。 

略語 正式名 

地域拠点病院 地域がん診療連携拠点病院 

都道府県拠点病院 都道府県がん診療連携拠点病院 

特定領域拠点病院 特定領域がん診療連携拠点病院 

国立がん研究センター 国立研究開発法人国立がん研究センター 

指定の検討会 がん診療連携病院等の指定に関する検討会 

拠点病院等 地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連

携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、地

域がん診療病院（各類型の特例型を含む） 

がん診療連携拠点病院 地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連

携拠点病院 

都道府県協議会 都道府県がん診療連携協議会 

国協議会 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 

拠点病院等（特例型） 各拠点病院等の特例型 

また、本指針において「望ましい（＊）」と定める要件については、次期の指

定要件の改定において、必須要件とすることを念頭に置いたものであることに留

意すること。 

Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について 

１ 拠点病院等は、都道府県知事が２を踏まえて推薦する医療機関について、指定

の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとす

る。拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施設

に関する意見書を、厚生労働大臣に提出することができる。また、地域拠点病

院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更新の際に、当該病

院と同一都道府県の都道府県拠点病院は当該病院に関する意見書を、都道府県を

通じて厚生労働大臣に提出することができる。 

２ 都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも

に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患

者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院を１カ所、都

道府県が医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４に基づく医療計画にて定め

るがん医療圏毎にがん診療連携拠点病院を１カ所、それぞれ整備するものとす
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る。ただし、都道府県拠点病院及び地域拠点病院にあっては、当該都道府県に

おけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図ら

れることが明確である場合には、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備する

ことも可能とする。また、がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道

府県のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定（以下「グ

ループ指定」という。）した、地域がん診療病院を１カ所整備できるものとす

る。また、特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する

特定領域拠点病院を整備できるものとする。 

 

３ 都道府県の全ての拠点病院等は、協働して都道府県協議会を設置し、都道府

県拠点病院は中心的な役割を担うとともに、他の拠点病院等は都道府県協議会

の運営に主体的に参画すること。また、拠点病院等の他、地域におけるがん医

療を担う者、行政、患者団体等の関係団体にも積極的な関与を求めること。 

〈都道府県協議会の主な役割〉 

（１）国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進

計画等における患者本位のがん医療を実現する等の観点から、当該都道府県に

おける対策を強力に推進する役割を担うこと。 

（２）都道府県全体のがん医療等の質の向上のため、次に掲げる事項を行い、都

道府県内のどこに住んでいても適切な診断や治療にスムーズにアクセスできる

体制を確保すること。 

① 地域の実状に応じて、以下のアからケを参考に医療機関間の連携が必要な

医療等について、都道府県内の各拠点病院等及び他のがん診療を担う医療

機関における役割分担を整理・明確化し、その内容を関係者間で共有する

とともに広く周知すること。 

ア 一部の限定的な医療機関でのみ実施される薬物療法 

イ 集約化することにより予後の改善が見込まれる手術療法 

ウ 強度変調放射線療法や密封小線源療法、専用治療病室を要する核医学

治療等の放射線治療、高度で特殊な画像下治療（ＩＶＲ） 

エ 緩和ケアセンター、緩和ケア病棟、ホスピス、神経ブロック、緊急 

 緩和放射線治療等の緩和医療 

オ 分野別に希少がん・難治がんの対応を行う体制 

カ 小児がんの長期フォローアップを行う体制 

キ ＡＹＡ世代（注１）のがんの支援体制 

ク がん・生殖医療（別途実施されている｢小児・ＡＹＡ世代のがん患者等

の妊孕性温存療法研究促進事業」におけるがん・生殖医療ネットワーク

と協働して実施。） 

ケ がんゲノム医療 

② 地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定の組み合わせ
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を調整・決定すること。 

③ 都道府県内の拠点病院等の院内がん登録のデータやがん診療、緩和ケア、

相談支援等の実績等を共有、分析、評価、公表等を行うこと。その上で、

各都道府県とも連携し、Quality Indicatorを積極的に利用するなど、都道

府県全体のがん医療の質を向上させるための具体的な計画を立案・実行す

ること。併せて、院内がん登録実務者の支援を含めて都道府県内のがん関

連情報収集や利活用等の推進に取り組むこと。 

④ 地域における相談支援や緩和ケアの提供体制・連携体制について協議を行

い、拠点病院等の間で情報共有や役割分担を含む連携体制を整備するこ

と。 

⑤ 当該都道府県における特定機能病院である拠点病院等と連携し、地域にお

けるがん診療に従事する診療従事者の育成及び適正配置に向けた調整を行

うこと。 

⑥ Ⅱの４の（３）に基づき当該都道府県における拠点病院等が実施するがん

医療に携わる医師等を対象とした緩和ケアに関する研修やその他各種研修

に関する計画を作成すること。 

⑦ 当該都道府県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、がん相談支援セ

ンター、セカンドオピニオン（注２）、患者サロン（注３）、患者支援団

体、在宅医療等へのアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有する

とともに、冊子やホームページ等でわかりやすく広報すること。 

⑧ 国協議会との体系的な連携体制を構築すること。

⑨ 国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での協議事項が

確実に都道府県内で共有・実践される体制を整備すること。 

⑩ 感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する体制

を確保するため、当該都道府県や各がん医療圏におけるＢＣＰ（注４）に

ついて議論を行うこと。 

⑪ 地域における医療情報の共有の取組について、がんの分野からも検討し、

体制整備に取り組むこと。 

４ 国立がん研究センターは、我が国のがん対策の中核的機関として、以下の体制

を整備することにより我が国全体のがん医療を牽引すること。また、国立がん研

究センターの中央病院及び東病院について、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生

労働大臣が適当と認める場合に、国のがん診療連携拠点病院として指定するもの

とする。 

（１）拠点病院等への診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技

能を有する医師とその他の診療従事者の育成や情報発信等の役割を担うこと。 

（２）拠点病院等へ必要に応じて実地調査を行うなど、情報提供を求め、我が国

におけるがん診療等に関する情報を収集、分析、評価し、改善方策を検討した
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上で国に提言する。実地調査を行う際には、必要に応じて他の拠点病院等の意

見の活用を考慮すること。 

（３）定期的に都道府県拠点病院と国立がん研究センター中央病院及び東病院が

参加する国協議会を開催し、以下に関する情報収集、共有、評価、広報を行う

こと。 

① 各都道府県における都道府県拠点病院を中心とした医療の質の改善の取組

及びその実績 

② 全国の拠点病院等の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に関する実

績や活動状況 

③ 全国の希少がんに対する診療、連携体制及び診療実績 

④ 全国の臨床試験の実施状況を含む研究の実施体制 

⑤ 全国のＡＹＡ世代のがんに対する診療体制及び診療実績 

⑥ 全国で役割分担すべき治療法の実施体制 

（４）その他、Ⅱに規定する指定要件を充足すること。 

 

５ 拠点病院等はがん対策基本法、がん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推

進計画等に基づき、各地域におけるがん医療の質の向上を推進し、我が国におけ

るがん診療を牽引する役割を担うこと。 

 

６ 厚生労働大臣は、拠点病院等のうち、指定期間中に指定要件を欠くなどの事態

が発生した医療機関については、指定の検討会の意見を踏まえ、拠点病院等（特

例型）として、指定の類型を定めることができるものとする。 

 

７ 厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生

じた場合など、必要と判断したときは、都道府県、拠点病院等及び関係する者に

対し、文書での確認や実地調査等の実態調査を行うことを求めることができるも

のとする。 

 

８ 厚生労働大臣は、７に規定する調査の結果、拠点病院等が指定要件を欠くに至

ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院に対し、勧告、指

定の取消し、指定類型の見直し等の対応を行うことができるものとする。 

 

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について 

 １ 都道府県協議会における役割 

各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、その運営に

主体的に参画すること。その際、各がん医療圏におけるがん医療の質を向上させ

るため、当該がん医療圏を代表して都道府県協議会の運営にあたるとともに、都

道府県協議会の方針に沿って各がん医療圏におけるがん医療が適切に提供される
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よう努めること。 

 

２ 診療体制 

（１）診療機能 

① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供 

     ア 我が国に多いがん（注５）を中心にその他各医療機関が専門とするがん

について、手術、放射線治療及び薬物療法を効果的に組み合わせた集学的

治療、リハビリテーション及び緩和ケア（以下「集学的治療等」とい

う。）を提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準

ずる標準的治療（以下「標準的治療」という。）等がん患者の状態に応じ

た適切な治療を提供すること。ただし、我が国に多いがんの中でも症例の

集約化により治療成績の向上が期待されるもの等、当該施設において集学

的治療等を提供しない場合には、適切な医療に確実につなげることができ

る体制を構築すること。 

イ 医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等には、以

下の体制を整備すること。 

ⅰ 患者とその家族の希望を踏まえ、看護師や公認心理師等が同席する

こと。 

ⅱ 治療プロセス全体に関して、患者とともに考えながら方針を決定す

ること。 

ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その

知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。 

ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下

のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。特

に、ⅳのカンファレンスを月１回以上開催すること。また、検討した内

容については、診療録に記録の上、関係者間で共有すること。 

ⅰ 個別もしくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレ

ンス 

ⅱ 個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に

応じて公認心理師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症例へ

の対応方針を検討するカンファレンス 

ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア

等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異に

する医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がんなどに関して臓

器横断的にがん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・

確認等するためのカンファレンス 

ⅳ 臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則し

た、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多
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職種によるカンファレンス 

エ 院内の緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、感染

防止対策チーム等の専門チームへ、医師だけではなく、看護師や薬剤師

等他の診療従事者からも介入依頼ができる体制を整備すること。 

オ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法（平

成29年法律第16号）で定める特定臨床研究または再生医療等の安全性の

確保等に関する法律（平成25年法律第85号）に基づき提供される再生医

療等の枠組み以外の形では、実施・推奨しないこと。 

② 手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項

集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、特に以下に対応

すること。 

ア 術中迅速病理診断が可能な体制を確保すること。なお、当該体制は遠

隔病理診断でも可とする。 

イ 術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを

実施すること。その際、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業

（ＪＡＮＩＳ）へ登録していることが望ましい。 

ウ 強度変調放射線治療と外来での核医学治療を提供することが望まし

い。 

エ 密封小線源治療について、地域の医療機関と連携し、役割分担するこ

と。 

オ 専用治療病室を要する核医学治療や粒子線治療等の高度な放射線治療

について、患者に情報提供を行うとともに、必要に応じて適切な医療機

関へ紹介する体制を整備すること。 

カ 関連する学会のガイドライン等も参考に、第三者機関による出力線量

測定を行い、放射線治療の品質管理を行うこと。 

キ 画像下治療（ＩＶＲ）を提供することが望ましい。

ク 免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携

する等して対応すること。 

ケ 薬物療法のレジメン（注６）を審査し、組織的に管理する委員会を設

置すること。 

③ 緩和ケアの提供体制

ア がん診療に携わる全ての診療従事者により、全てのがん患者に対し入

院、外来を問わず日常診療の定期的な確認項目に組み込むなど頻回に苦

痛の把握に努め、必要な緩和ケアの提供を行うこと。 

イ がん患者の身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的な問題等の把握及び

それらに対する適切な対応を、診断時から一貫して経時的に行っている

こと。また、診断や治療方針の変更時には、ライフステージ、就学・就

労、経済状況、家族との関係性等、がん患者とその家族にとって重要な
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問題について、患者の希望を踏まえて配慮や支援ができるよう努めるこ

と。  

ウ ア、イを実施するため、がん診療に携わる全ての診療従事者の対応能

力を向上させることが必要であり、これを支援するために組織上明確に

位置付けられた緩和ケアチームにより、以下を提供するよう体制を整備

すること。 

ⅰ 定期的に病棟ラウンド及びカンファレンスを行い、依頼を受けてい

ないがん患者も含めて苦痛の把握に努めるとともに、適切な症状緩和

について協議し、必要に応じて主体的に助言や指導等を行っているこ

と。 

ⅱ （２）の②のウに規定する看護師は、苦痛の把握の支援や専門的

緩和ケアの提供に関する調整等、外来・病棟の看護業務を支援・強化

すること。また、主治医及び看護師、公認心理師等と協働し、適切な

支援を実施すること。 

エ 患者が必要な緩和ケアを受けられるよう、緩和ケア外来の設置など外

来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。なお、

自施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている、または受

けていた患者についても受入れを行っていること。また、緩和ケア外来

等への患者紹介について、地域の医療機関に対して広報等を行っている

こと。 

オ 医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの

説明とともに薬剤師や看護師等により、外来・病棟を問わず医療用麻薬

等を自己管理できるよう指導すること。その際には、自記式の服薬記録

を整備活用すること。 

カ 院内の診療従事者と緩和ケアチームとの連携を以下により確保するこ

と。 

ⅰ 緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順等、評価された苦

痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療従事者に周知するとと

もに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針を提示すること。 

ⅱ 緩和ケアの提供体制について緩和ケアチームへ情報を集約するため

に、がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアチームと各部署を

つなぐ役割を担うリンクナース（注７）などを配置することが望まし

い。 

キ 患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング

（注８）を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備していること。 

ク アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場

所での掲示や入院時の資料配布、ホームページ上の公開等により、がん

患者及び家族に対しわかりやすく情報提供を行うこと。 
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ケ かかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩和ケアチ

ームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明

及び指導を行うこと。 

コ 疼痛緩和のための専門的な治療の提供体制等について、以下の通り確

保すること。 

ⅰ 難治性疼痛に対する神経ブロック等について、自施設における麻酔

科医等との連携等の対応方針を定めていること。また、自施設で実

施が困難なために、外部の医療機関と連携して実施する場合には、

その詳細な連携体制を確認しておくこと。さらに、ホームページ等

で、神経ブロック等の自施設における実施状況や連携医療機関名

等、その実施体制について分かりやすく公表していること。 

ⅱ 緩和的放射線治療を患者に提供できる体制を整備すること。また自

施設の診療従事者に対し、緩和的放射線治療の院内での連携体制に

ついて周知していることに加え、連携する医療機関に対し、患者の

受入れ等について周知していること。さらに、ホームページ等で、

自施設におけるこれらの実施体制等について分かりやすく公表して

いること。 

サ 全てのがん患者に対して苦痛の把握と適切な対応がなされるよう緩和

ケアに係る診療や相談支援、患者からのＰＲＯ（患者報告アウトカム）

（注９）、医療用麻薬の処方量など、院内の緩和ケアに係る情報を把握

し、検討・改善する場を設置していること。それを踏まえて自施設にお

いて組織的な改善策を講じる等、緩和ケアの提供体制の改善に努めるこ

と。 

④ 地域連携の推進体制

ア がん患者の紹介、逆紹介に積極的に取り組むとともに、以下の体制を

整備すること。 

ⅰ 緩和ケアの提供に関して、当該がん医療圏内の緩和ケア病棟や在宅

緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを作成する等、患

者やその家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制について情報提供

できる体制を整備すること。 

ⅱ 希少がんに関して、専門家による適切な集学的治療が提供されるよ

う、他の拠点病院等及び地域の医療機関との連携及び情報提供がで

きる体制を整備すること。 

ⅲ 高齢のがん患者や障害を持つがん患者について、患者や家族の意思

決定支援の体制を整え、地域の医療機関との連携等を図り総合的に

支援すること。 

ⅳ 介護施設に入居する高齢者ががんと診断された場合に、介護施設等

と治療・緩和ケア・看取り等において連携する体制を整備するこ
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と。 

イ 地域の医療機関の医師と診断及び治療に関する相互的な連携協力体制

・教育体制を整備すること。

ウ 当該がん医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該がん医療圏

内の医療機関やがん患者等に対し、情報提供を行うこと。 

エ がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・合併

症対策、口腔リハビリテーションなど、必要に応じて院内又は地域の歯

科医師と連携して対応すること。 

オ 地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院

に努め、退院後も在宅診療の主治医等の相談に対応するなど、院内での

緩和ケアに関する治療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備す

ること。 

カ 退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により療養

場所等に関する意思決定支援を行うとともに、必要に応じて地域の在宅

診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実施するこ

と。 

キ 当該がん医療圏において、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等の

医療・介護従事者とがんに関する医療提供体制や社会的支援、緩和ケア

について情報を共有し、役割分担や支援等について検討する場を年１回

以上設けること。また、緩和ケアチームが地域の医療機関や在宅療養支

援診療所等から定期的に連絡・相談を受ける体制を確保し、必要に応じ

て助言等を行っていること。 

ク 都道府県や地域の患者会等と連携を図り、患者会等の求めに応じてピ

ア・サポート（注10）の質の向上に対する支援等に取り組むこと。

⑤ セカンドオピニオンに関する体制

ア 医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等におい

て、すべてのがん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピニオ

ンを受けられることについて説明すること。その際、心理的な障壁を取

り除くことができるよう留意すること。 

イ 当該施設で対応可能ながんについて、手術療法、放射線療法、薬物療

法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師によりセカ

ンドオピニオンを提示する体制を整備し、患者にわかりやすく公表する

こと。 

ウ セカンドオピニオンを提示する場合は、必要に応じてオンラインでの

相談を受け付けることができる体制を確保することが望ましい。 

⑥ それぞれの特性に応じた診療等の提供体制

ア 希少がん・難治がんの患者の診断・治療に関しては、積極的に都道府

県協議会における役割分担の整理を活用し、対応可能な施設への紹介や
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コンサルテーションで対応すること。 

イ 小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん拠

点病院や連携する医療機関と情報を共有する体制を整備すること。 

ウ 各地域のがん・生殖医療ネットワークに加入し、｢小児・ＡＹＡ世代

のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、対

象となりうる患者や家族には必ず治療開始前に情報提供すること。患者

の希望を確認するとともに、がん治療を行う診療科が中心となって、院

内または地域の生殖医療に関する診療科とともに、妊孕性温存療法及び

がん治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体

制を整備すること。自施設において、がん・生殖医療に関する意思決定

支援を行うことができる診療従事者の配置・育成に努めること。 

エ 就学、就労、妊孕性（注11）の温存、アピアランスケア（注12）等に

関する状況や本人の希望についても確認し、自施設もしくは連携施設の

がん相談支援センターで対応できる体制を整備すること。また、それら

の相談に応じる多職種からなるＡＹＡ世代支援チームを設置することが

望ましい。   

オ 高齢者のがんに関して、併存症の治療との両立が図れるよう、関係す

る診療科と連携する体制を確保すること。また、意思決定能力を含む機

能評価を行い、各種ガイドラインに沿って、個別の状況を踏まえた対応

をしていること。 

カ 医療機関としてのＢＣＰを策定することが望ましい（＊）。 

  （２）診療従事者 

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 

     ア 当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手

術療法に携わる常勤（注13）の医師を１人以上配置すること。 

     イ 専任（注14）の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常

勤の医師を１人以上配置すること。 

     ウ 専従（注14）の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常

勤の医師を１人以上配置すること。 

     エ 専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を

１人以上配置すること。 

     オ 緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び

技能を有する常勤の医師を１人以上配置すること。なお、当該医師につ

いては、専従であることが望ましい。また、当該医師は緩和ケアに関す

る専門資格を有する者であることが望ましい。 

       緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を

有する常勤の医師を１人以上配置すること。なお、当該医師について

は、専任であることが望ましい。 
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     カ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を

１人以上配置すること。 

     キ リハビリテーションに携わる専門的な知識および技能を有する医師を

配置することが望ましい。 

ク 「がん診療連携拠点病院等の整備について」（平成30年７月31日付け

健発0731第１号厚生労働省健康局長通知）において2022年３月31日まで

認めていた、当該医療圏の医師数が概ね300人を下回る場合における専

門的な知識及び技能を有する医師の配置に関する特例は原則として認め

ない。ただし、地域における医療体制に大きな影響がある場合について

は、都道府県全体の医療体制の方針等を踏まえて、指定の検討会におい

て個別に判断する。 

    ② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置 

     ア 放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の診療放射線

技師を２人以上配置することが望ましい（＊）。また、当該技師は放射

線治療に関する専門資格を有する者であることが望ましい。 

       専従の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計

画補助作業等に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の技術者等を

１人以上配置すること。なお当該技術者は医学物理学に関する専門資格

を有する者であることが望ましい。 

       放射線治療部門に、専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能

を有する常勤の看護師を１人以上配置すること。なお、当該看護師は放

射線治療に関する専門資格を有する者であることが望ましい。 

     イ 専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師

を１人以上配置すること。なお、当該薬剤師はがん薬物療法に関する専

門資格を有する者であることが望ましい。 

外来化学療法室に、専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能

を有する常勤の看護師を１人以上配置すること。なお、当該看護師はが

ん看護又はがん薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望ま

しい。 

     ウ 緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を

有する常勤の看護師を１人以上配置すること。なお、当該看護師はがん

看護又は緩和ケアに関する専門資格を有する者であること。 

エ 緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する

薬剤師及び相談支援に携わる専門的な知識及び技能を有する者をそれぞ

れ１人以上配置すること。なお、当該薬剤師は緩和薬物療法に関する専

門資格を有する者であることが望ましい。また、当該相談支援に携わる

者は社会福祉士等であることが望ましい。これらは、他部署との兼任を

可とする。 
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オ 緩和ケアチームに協力する、公認心理師等の医療心理に携わる専門的

な知識及び技能を有する者を１人以上配置することが望ましい（＊）。 

カ 専任の細胞診断に係る業務に携わる専門的な知識及び技能を有する者

を１人以上配置すること。なお、当該診療従事者は細胞診断に関する専

門資格を有する者であることが望ましい。 

キ がんのリハビリテーションに係る業務に携わる専門的な知識および技

能を有する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等を配置することが望

ましい。 

（３）その他の環境整備等

① 患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備することが望

ましい。 

② 集学的治療等の内容や治療前後の生活における注意点等に関して、冊

子や視聴覚教材等を用いてがん患者及びその家族が自主的に確認できる

環境を整備すること。また、その冊子や視聴覚教材等はオンラインでも

確認できることが望ましい。 

③ がん治療に伴う外見の変化について、がん患者及びその家族に対する

説明やアピアランスケアに関する情報提供・相談に応じられる体制を整

備していること。 

④ がん患者の自殺リスクに対し、院内で共通したフローを使用し、対応

方法や関係機関との連携について明確にしておくこと。また関係職種に

情報共有を行う体制を構築していること。自施設に精神科、心療内科等

がない場合は、地域の医療機関と連携体制を確保していること。 

３ 診療実績 

（１）①または②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病

院を指定する場合は、①の項目を全て満たすこと。 

① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。

ア 院内がん登録数（入院、外来は問わない自施設初回治療分）年間

500件以上 

イ 悪性腫瘍の手術件数 年間400件以上

ウ がんに係る薬物療法のべ患者数 年間1,000人以上

エ 放射線治療のべ患者数 年間200人以上

オ 緩和ケアチームの新規介入患者数 年間50人以上

② 当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、２割程度について診療実績

があること。 

４ 人材育成等 

（１）自施設において、２に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のために
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必要な人材の確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高める

ために必要な、各種学会が認定する資格等の取得についても積極的に支援す

ること。また、広告可能な資格を有する者のがん診療への配置状況について

積極的に公表すること。 

（２）病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有す

る医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師等がその専門

性を十分に発揮できる体制を整備すること。 

（３）「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」（平

成29年12月１日付け健発1201第２号厚生労働省健康局長通知の別添）に準拠

し、当該がん医療圏においてがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに

関する研修を、都道府県と協議の上、開催すること。また、自施設の長、お

よび自施設に所属する臨床研修医及び１年以上自施設に所属するがん診療に

携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報

告において報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事

するその他の診療従事者についても受講を促すこと。なお、研修修了者につ

いて、患者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること。 

（４）連携する地域の医療施設におけるがん診療に携わる医師に対して、緩和ケ

アに関する研修の受講勧奨を行うこと。

（５）（３）のほか、当該がん医療圏において顔の見える関係性を構築し、がん

医療の質の向上につながるよう、地域の診療従事者を対象とした研修やカン

ファレンスを定期的に開催すること。

（６）自施設の診療従事者等に、がん対策の目的や意義、がん患者やその家族が

利用できる制度や関係機関との連携体制、自施設で提供している診療・患者

支援の体制について学ぶ機会を年１回以上確保していること。なお、自施設

のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講していることが望ましい。 

（７）院内の看護師を対象として、がん看護に関する総合的な研修を定期的に実

施すること。また、他の診療従事者についても、各々の専門に応じた研修を

定期的に実施するまたは、他の施設等で実施されている研修に参加させるこ

と。 

（８）医科歯科連携による口腔健康管理を推進するために、歯科医師等を対象と

するがん患者の口腔健康管理等の研修の実施に協力すること。 

５ 相談支援及び情報の収集提供 

（１）がん相談支援センター

相談支援を行う機能を有する部門（以下「がん相談支援センター」という。

なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」

と表記すること。）を設置し、①から⑧の体制を確保した上で、がん患者や家

族等が持つ医療や療養等の課題に関して、病院を挙げて全人的な相談支援を行
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うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等

も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母

国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保すること。 

① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修（１）

～（３）を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ１人ず

つ配置すること。なお、当該相談支援に携わる者のうち１名は、社会福祉

士であることが望ましい。 

② 相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター

相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。 

③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族

並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備する

こと。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協

力体制の構築に積極的に取り組むこと。 

④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備するこ

と。 

ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず

一度はがん相談支援センターを訪問（必ずしも具体的な相談を伴わな

い、場所等の確認も含む）することができる体制を整備することが望ま

しい（＊）。 

イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の

中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行う

こと。 

ウ 院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲

示すること。 

エ 地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支

援センターに関する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者

からの相談にも対応すること。 

オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続

的な改善に努めること。 

⑤ がん相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバック

を得る体制を整備すること。また、フィードバックの内容を自施設の相談

支援の質の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、他

施設とも情報共有すること。 

⑥ 患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応

できるよう、病院長もしくはそれに準じる者が統括するなど、がん相談支

援センターと院内の診療従事者が協働する体制を整備すること。 

⑦ がん相談支援センターの相談支援に携わる者は、Ⅳの２の（４）に規定

する当該都道府県にある都道府県拠点病院が実施する相談支援に携わる者
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を対象とした研修を受講すること。 

⑧ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン

等の場を設けること。その際には、一定の研修を受けたピア・サポーター

を活用する、もしくは十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施するよ

う努めること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。 

（２）院内がん登録

① がん登録等の推進に関する法律（平成25年法律第111号）第44条第１項の

規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針（平成27年厚生労

働省告示第470号）に即して院内がん登録を実施すること。 

② 国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、

専従の院内がん登録の実務を担う者を１人以上配置すること。 

③ 毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供

すること。 

④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必

要な情報を提供すること。 

（３）情報提供・普及啓発

① 自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームペー

ジ等でわかりやすく広報すること。また、希少がん、小児がん、ＡＹＡ世

代のがん患者への治療及び支援（妊孕性温存療法を含む）やがんゲノム医

療についても、自施設で提供できる場合や連携して実施する場合はその旨

を広報すること。なお、大規模災害や感染症の流行などにより自院の診療

状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。 

② 当該がん医療圏内のがん診療に関する情報について、病院ホームページ等

でわかりやすく広報すること。特に、我が国に多いがんの中で、自施設で

対応しない診療内容についての連携先や集学的治療等が終了した後のフォ

ローアップについて地域で連携する医療機関等の情報提供を行うこと。

③ 地域を対象として、緩和ケアやがん教育、患者向け・一般向けのガイドラ

インの活用法等に関する普及啓発に努めること。

④ 参加中の治験についてその対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報する

こと。 

⑤ 患者に対して治験も含めた医薬品等の臨床研究、先進医療、患者申出療養

等に関する適切な情報提供を行うとともに、必要に応じて適切な医療機関

に紹介すること。 

⑥ がん教育について、当該がん医療圏における学校や職域より依頼があった

際には、外部講師として診療従事者を派遣し、がんに関する正しい知識の

普及啓発に努めること。なお、がん教育の実施に当たっては、児童生徒が

当事者である場合や、身近にがん患者を持つ場合等があることを踏まえ、

対象者へ十分な配慮を行うこと。 
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６ 臨床研究及び調査研究 

（１）政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究に協力すること。また、これら

の研究の協力依頼に対応する窓口の連絡先を国立がん研究センターに登録する

こと。 

（２）治験を含む医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究コーディネーター

（ＣＲＣ）を配置すること。治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨

床研究法に則った体制を整備すること。実施内容の広報等に努めること。 

７ 医療の質の改善の取組及び安全管理 

（１）自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、が

ん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を院内の関係者で共有

した上で、組織的な改善策を講じること。その際にはQuality Indicatorを利

用するなどして、ＰＤＣＡサイクルが確保できるよう工夫をすること。 

（２）医療法等に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。

（３）日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。

８ グループ指定 

地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、以下の体制を整備するこ

と等によりグループ指定を受ける地域がん診療病院と協働して当該地域における

がん診療等の提供体制を確保すること。 

（１）連携協力により手術療法、放射線療法、薬物療法を提供する体制

（２）標準的な薬物療法を提供するためのレジメンの審査等における支援

（３）確実な連携体制を確保するための定期的な合同カンファレンスの開催

（４）連携協力により相談支援や緩和ケアを充実させる体制

（５）診療機能確保のための支援等に関する人材交流の計画策定及び実行

（６）診療機能確保のための診療情報の共有体制

（７）病院ホームページ、パンフレット等による連携先の地域がん診療病院名や

その連携内容、連携実績等についてのわかりやすい広報 

Ⅲ 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件につ

いて 

医療法第４条の２に基づく特定機能病院を地域拠点病院として指定する場合に

は、当該医療機関はⅡの地域拠点病院の指定要件に加え、他の拠点病院等に対す

る医師の派遣や人材育成による診療支援に積極的に取り組み、その観点から都道

府県協議会にも積極的に参画すること。 

Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について 
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都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん

医療の質の向上及びがん医療の均てん化・集約化、がん診療の連携協力体制の構

築等に関し中心的な役割を担うこととし、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、

次の要件を満たすこと。 

１ 都道府県における診療機能強化に向けた要件 

（１）当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する 

   医師・薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。 

（２）当該都道府県の拠点病院等及び地域におけるがん医療を担う者に対し、情

報提供、症例相談及び診療支援を行うこと。 

（３）都道府県協議会の事務局として、主体的に協議会運営を行うこと。 

 

２ 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件             

（１）相談支援業務として、都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する臨

床試験について情報提供に努めること。 

（２）がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センタ

ー相談員基礎研修（１）～（３）を修了した専従の相談支援に携わる者を２人

以上配置することが望ましい（＊）。また、相談支援に携わる者のうち、少な

くとも１人は国立がん研究センターによる相談員指導者研修を修了しているこ

と。 

（３）外来初診時から治療開始までを目途に、がん患者及びその家族が必ず一度

はがん相談支援センターを訪問（必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の

確認も含む）することができる体制を整備すること。また、緩和ケアセンター

との連携を図り、がん患者とその家族に対して、緩和ケアに関する高次の相談

支援を提供する体制を確保すること。 

（４）当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統

的な研修を行うこと。 

 

３ 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件 

（１）当該都道府県における緩和ケア提供体制の中心として、緩和ケアチーム、

緩和ケア外来、緩和ケア病棟等を有機的に統合する緩和ケアセンターを整備

し、当該緩和ケアセンターを組織上明確に位置づけること。緩和ケアセンター

は、緩和ケアチームが主体となり以下の活動を行い、専門的緩和ケアを提供す

る院内拠点組織とする。 

① がん看護に関する専門資格を有する看護師等による定期的ながん患者カ

ウンセリングを行うこと。  

② 看護カンファレンスを週１回程度開催し、患者とその家族の苦痛に関す

る情報を外来や病棟看護師等と共有すること。  

③ 緊急緩和ケア病床を確保し、かかりつけ患者や連携協力リストを作成し
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た在宅療養支援診療所等からの紹介患者を対象として、緊急入院体制を整

備すること。 

④ 地域の病院や在宅療養支援診療所、ホスピス・緩和ケア病棟等の診療従

事者と協働して、緩和ケアにおける連携協力に関するカンファレンスを月

１回程度定期的に開催すること。 

⑤ 緩和ケアセンターの構成員が参加するカンファレンスを週１回以上の頻

度で開催し、緩和ケアセンターの業務に関する情報共有や検討を行うこ

と。 

⑥ 緩和ケアセンターは、都道府県と協力する等により、都道府県内の各拠

点病院等が、緩和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関

する取組について検討できるように、支援を行っていること。 

⑦ 緩和ケアセンターには、Ⅱの２の（２）の①のオに規定する緩和ケアチ

ームの医師に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置す

ること。 

ア 緩和ケアセンターの機能を統括する医師を緩和ケアセンター長として

１人配置すること。なお、当該医師については、常勤であり、かつ、院

内において管理的立場の医師であること。 

イ 緊急緩和ケア病床を担当する専門的な知識及び技能を有する常勤の医

師を１人以上配置すること。なお、Ⅱの２の（２）の①のオに規定する

緩和ケアチームの医師との兼任を可とする。当該医師については、夜間

休日等も必要時には主治医や当直担当医と連絡を取ることができる体制

を整備すること。 

⑧ 緩和ケアセンターには、Ⅱの２の（２）の②のウからオに規定する緩和

ケアチームの構成員に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師

以外の診療従事者を配置すること。 

ア 緩和ケアセンターの機能を管理・調整する、専従のジェネラルマネー

ジャーを配置すること。ジェネラルマネージャーは、常勤であり、かつ

院内において管理的立場にある看護師であること。なお、当該看護師は

がん看護に関する専門資格を有する者であることが望ましい。 

イ アに規定するジェネラルマネージャーとは別に、専従かつ常勤の看護

師を２人以上配置すること。なお、当該看護師はがん看護に関する専門

資格を有する者であること。また、当該看護師はⅡの２の（２）の②の

ウに規定する看護師との兼任を可とする。

ウ 緩和ケアセンターの業務に協力する薬剤師を配置すること。なお、当

該薬剤師はがん薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望ま

しい。また、当該薬剤師はⅡの２の（２）の②のエに規定する薬剤師と

の兼任を可とする。 

エ 専任の緩和ケアセンターにおける相談支援業務に携わる者を１人以上
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配置すること。また、当該者についてはがん相談支援センターの相談支

援に携わる者との兼任および、がん相談支援センター内にて当該業務に

従事することを可とする。 

オ ジェネラルマネージャーを中心に、歯科医師や医療心理に携わる者、

理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士等の診療従事者が連携すること。 

 

Ⅴ 特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件について 

１ 特定のがんについて、集学的治療等を提供する体制を有するとともに、標準

的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。また、当該がん

について当該都道府県内で最も多くの患者を診療していること。 

 ２ Ⅱに規定する地域拠点病院の指定要件を満たすこと。ただし、がんの種類に応

じて必要な治療法が異なる可能性があるため、指定にあたってはⅡの要件のうち

満たしていない項目がある場合には、個別に指定の可否を指定の検討会において

検討する。 

 ３ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して拠点病

院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。 

 ４ 特定領域における高い診療技術や知識を共有する観点から、拠点病院等との人

材交流、合同のカンファレンス、診療業務や相談支援業務における情報共有等を

行うよう努めること。 

 

Ⅵ 地域がん診療病院の指定要件について 

１ 都道府県協議会における役割 

各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、その運営に

主体的に参画すること。その際、各がん医療圏におけるがん医療の質を向上させ

るため、当該がん医療圏を代表して都道府県協議会の運営にあたるとともに、都

道府県協議会の方針に沿って各がん医療圏におけるがん医療が適切に提供される

よう努めること。 

 

２ 診療体制 

 （１）診療機能 

① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供 

ア 我が国に多いがんを中心として、グループ指定を受けるがん診療連携

拠点病院と連携して集学的治療等を提供する体制を有するとともに、標

準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。 

イ 確実な連携体制を確保するため、グループ指定を受けるがん診療連携

拠点病院と定期的な合同のカンファレンスを開催すること。 

ウ 医師からの診断結果、病状の説明時や治療方針の決定時には、以下の

体制を整備すること。 
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ⅰ 患者とその家族の希望を踏まえ、看護師や公認心理師等が同席する

こと。 

ⅱ 治療プロセス全体に関して、患者とともに考えながら方針を決定す

ること。 

ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その

知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。 

エ 診療機能確保のための支援等に関し、グループ指定を受けるがん診療連

携拠点病院との人材交流計画を策定・実行すること。特に、集学的治療等

を提供することが困難な場合における専門的な知識及び技能を有する医師

等の定期的な派遣の依頼、専門外来の設置等に努めること。 

オ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう以下の

カンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。特に、

ⅳのカンファレンスを定期的に開催すること。また、検討した内容につ

いては、診療録に記録の上、関係者間で共有すること。 

ⅰ 個別もしくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレ

ンス

ⅱ 個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に

応じて公認心理師や緩和ケアチームを代表する者などを加えた、症例

への対応方針を検討するカンファレンス 

ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア

等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異に

する医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がんなどに関して臓

器横断的にがん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・

確認等するためのカンファレンス 

ⅳ 臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則し

た患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職

種によるカンファレンス 

カ 院内の緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、感染

防止対策チーム等の専門チームへ、医師だけではなく、看護師や薬剤師

等、他の診療従事者からも介入依頼ができる体制を整備すること。 

キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定

める特定臨床研究または再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基

づき提供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨していな

いこと。 

② 手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項

集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、適宜グループ指

定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により特に以下に対応するこ

と。 
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ア 我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについ

てはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により提供で

きる体制を整備すること。 

イ グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術

中迅速病理診断を提供できる体制を整備すること。なお、当該体制は遠

隔病理診断でも可とする。 

ウ 術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを実

施すること。その際、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業（ＪＡ

ＮＩＳ）へ登録していることが望ましい。 

エ 設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、グル

ープ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療

を提供できる体制を整備すること。 

オ 関連する学会のガイドライン等も参考に、第三者機関による出力線量

測定を行い、放射線治療の品質管理を行うこと。 

カ 外来化学療法を実施しているがん患者が急変時等の緊急時に入院でき

る体制を確保すること。 

キ 免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携

する等して対応すること。 

ク グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療

法のレジメンを審査するとともに、標準的な薬物療法を提供できる体制

を整備すること。 

③ 緩和ケア提供体制

Ⅱの２の（１）の③に定める要件を満たすこと。

④ 地域連携の推進体制

Ⅱの２の（１）の④に定める要件を満たすこと。

⑤ セカンドオピニオンの提示体制

Ⅱの２の（１）の⑤に定める要件を満たすこと。

⑥ それぞれの特性に応じた診療等の提供体制

Ⅱの２の（１）の⑥に定める要件を満たすこと。

（２）診療従事者

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置

ア 対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携

わる医師を１人以上配置すること。 

イ 放射線治療を実施する場合には、専従の放射線治療に携わる専門的な

知識及び技能を有する医師を１人以上配置すること。 

ウ 専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を

１人以上配置すること。 

エ 緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
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技能を有する常勤の医師を１人以上配置すること。なお、当該医師につ

いては専従であることが望ましい。 

緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有

する医師を１人以上配置すること。なお、当該医師については、専任であ

ることが望ましい。また、常勤であることが望ましい。 

オ 専任の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を１人以上

配置することが望ましい。 

② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置

ア 放射線治療を実施する場合には、放射線治療に携わる専門的な知識及び

技能を有する常勤の診療放射線技師を２人以上配置すること。なお、当該

技師は放射線治療に関する専門資格を有する者であることが望ましい。ま

た、放射線治療を実施する場合には、専任の放射線治療に携わる専門的な

知識及び技能を有する常勤の看護師を１人以上配置することが望ましい。

なお、当該看護師は放射線治療に関する専門資格を有する者であることが

望ましい。 

イ 外来化学療法室に、専任の薬物療法に携わるがん看護又はがん薬物療法

に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を１人以上配置する

こと。なお、当該看護師は専従であることが望ましい。また、当該看護師

はがん看護又はがん薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望

ましい。 

専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を

１人以上配置することが望ましい。 

ウ 緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わるがん看護又は緩和ケアに

関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を１人以上配置する

こと。なお、当該看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有

する者であることが望ましい。 

エ 緩和ケアチームに協力する薬剤師、社会福祉士等の相談支援に携わる

者、公認心理師等の医療心理に携わる者をそれぞれ１人以上配置するこ

とが望ましい。 

オ 細胞診断に係る業務に携わる専門的な知識及び技能を有する者を１人

以上配置すること。なお、当該診療従事者は細胞診断に関する専門資格

を有する者であることが望ましい。 

（３）その他の環境整備等

必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等によ

り、Ⅱ の２の（３）に定める要件を満たすこと。 

３ 診療実績 

当該がん医療圏のがん患者を一定程度診療していること。 
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 ４ 人材育成等 

必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等により、

Ⅱの４に定める要件を満たすこと。 

 

 ５ 相談支援及び情報の収集提供 

（１）がん相談支援センター 

がん相談支援センターを設置し、①、②の体制を確保した上で、グループ

指定のがん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの５の（１）の③か

ら⑧に規定する相談支援業務を行うこと。 

① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員研修を修了した

専従及び専任の相談支援に携わる者を１人ずつ配置すること。当該者のう

ち、１名は相談員基礎研修（１）、（２）を、もう１名は基礎研修（１）

から（３）を修了していること。 

② 相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター

相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。 

（２）院内がん登録 

① 院内がん登録の実施に係る指針に即して院内がん登録を実施すること。 

② 国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の院内が

ん登録の実務を担う者を１人以上配置すること。認定については、中級認

定者とされている認定を受けることが望ましい。 

③ 毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供

すること。 

（３）情報提供・普及啓発 

Ⅱの５の（３）に定める要件を満たすこと。 

 

６ 臨床研究及び調査研究 

（１）政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究への協力に努めること。また、

それらの研究に対応する窓口の連絡先を国立がん研究センターに登録するこ

と。 

（２）治験を含む医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究コーディネーター

（ＣＲＣ）を配置すること。治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨

床研究法に則った体制を整備すること。実施内容の広報等に努めること。 

  

７ 医療の質の改善の取組及び安全管理 

（１）自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、が

ん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を院内の関係者で共有

した上で、組織的な改善策を講じること。その際にはQuality Indicatorを利
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用するなどして、ＰＤＣＡサイクルが確保できるよう工夫をすること。 

（２）医療法等に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。

（３）日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていることが望

ましい。 

Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期

日について 

１ 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて 

（１）本指針の施行日の時点で、「がん診療連携拠点病院等の整備について」（平

成30年７月31日付け健発0731第１号厚生労働省健康局長通知。以下「旧通知」

という。）の別添「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」（以下「旧

指針」という。）に基づき、拠点病院等の指定を受けている医療機関（以下「

既指定病院」という。）にあっては、令和４年４月１日時点で旧指針に基づき

定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める拠点病院等として指定

を受けているものとみなす。 

なお、本指針の施行日の時点で旧指針に基づき地域拠点病院（高度型）の指

定を受けている医療機関にあっては、令和４年４月１日時点で旧指針に基づき

定められていた指定の有効期間に限り、旧指針で定める地域拠点病院（高度

型）として指定を受けているものとみなす。 

（２）都道府県は、既指定病院を令和４年４月１日時点で旧指針に基づき定めら

れていた指定の有効期間の満了後も引き続き同じ拠点病院等として推薦する場

合には、本指針で定める指定要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書

を添付し、別途定める期限までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働

大臣に提出すること。なお、本指針の施行日の時点で旧指針に基づき地域拠点

病院（高度型）の指定を受けている医療機関を、令和４年４月１日時点で旧指

針に基づき定められていた指定の有効期間の満了後も本指針の地域拠点病院と

して推薦する場合にも、同様の取扱いとする。 

都道府県拠点病院がⅠの１に規定する意見書を提出する場合には、都道府

県は「指定更新推薦書」と同時に厚生労働大臣に提出すること。 

（３）指定の更新にあたっては、既指定病院のうち、令和４年の推薦時点で、Ⅱ

の７の（３）の「日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けて

いること」の要件を満たしていない地域拠点病院、都道府県拠点病院、特定領

域拠点病院については、令和５年４月からの２年間に限り指定の更新を行うも

のとする。 

２ 指定の推薦手続等について 

（１）都道府県は、Ⅰの１に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件を満たし

ていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎年10月末日までに、別途定め
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る「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。都道府県拠点病院がⅠ

の１に規定する意見書を提出する場合には、都道府県は「新規指定推薦書」と

併せて厚生労働大臣に提出すること。 

また、地域拠点病院を都道府県拠点病院として指定の推薦をし直す場合、

都道府県拠点病院を地域拠点病院として指定の推薦をし直す場合、特定領域拠

点病院と地域がん診療病院を都道府県拠点病院又は地域拠点病院として指定の

推薦をし直す場合、都道府県拠点病院と地域拠点病院を特定領域拠点病院又は

地域がん診療病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。 

（２）拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年10月末日までに、別途定める「現

況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。 

（３）国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年10月末日までに別途

定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。 

 

３ 指定の有効期間内における手続きについて 

（１）指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した

拠点病院等は、文書にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生労働大臣

に届け出ること。地域がん診療病院においてグループ指定の組み合わせが変更

される場合においても同様に厚生労働大臣に届け出ること。 

（２）指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した

国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその旨につい

て厚生労働大臣に届け出ること。 

（３）拠点病院等が移転する場合や、診療機能を分離する場合、他施設と統合す

る場合、名称が変更される場合は、文書にて迅速にその旨について厚生労働大

臣に届け出ること。 

（４）指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこ

と等が確認された場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該

拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当該拠点病院等

は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。 

① 指定類型の見直し 

    指定要件を満たしていないことが確認された場合、１年の期間を定めて

拠点病院等（特例型）の指定を行うことができる。その期間起算日は、指

定の検討会において決定する。 

     ② 勧告 

        指定要件を満たしておらず、かつ、当該医療機関に速やかに改善を求め

ることが妥当である場合、１年未満の期間を定めて勧告を行うことができ

る。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。なお、指定の検

討会の意見を踏まえ、①と②は、重ねて行うことができる。 

③ 指定の取消し 
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 医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等が認められる場合、指定の

取消しを行うことができる。 

（５）拠点病院等（特例型）の指定を受けた拠点病院等が、１年以内に全ての指

定要件を充足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の

意見を踏まえ、当該拠点病院等（特例型）に対し、指定の更新を行わないこと

ができる。その際、当該拠点病院等（特例型）は、都道府県を通じて意見書を

提出することができる。 

（６）勧告を受けた拠点病院等が、勧告時に定められた期間内に、勧告の原因と

なった指定要件を含む全ての要件を充足することができなかった場合、厚生労

働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の取消

しを行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書

を提出することができる。 

（７）拠点病院等（特例型）の指定の類型の定めは、１年以内に指定要件の充足

条件が改善された場合に、指定の検討会の意見を踏まえ、見直すことができる

ものとする。 

４ 指定の更新の推薦手続等について 

（１）Ⅰの１及び４の指定は、４年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満

了の日までにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を

失う。 

（２）（１）の更新の推薦があった場合において、（１）の期間（以下「指定の

有効期間」という。）の満了の日までにその推薦に対する指定の更新がされな

いときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更新がされる

までの間は、なおその効力を有する（指定の検討会の意見を踏まえ、指定の更

新がされないとき等を除く。）。 

（３）（２）の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間

は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

（４）都道府県は、（１）の更新の推薦に当たっては、指定要件を満たしている

ことを確認の上、推薦意見書を添付し、指定の有効期間の満了する日の前年の

10月末日までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出するこ

と。 

（５）Ⅰの１から４及びⅡからⅥまでの規定は、（１）の指定の更新について準

用する。 

５ 指針の見直しについて 

 健康局長は、がん対策基本法第10条第８項において準用する同条第３項の規定

によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合

には、本指針を見直すことができるものとする。 
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６ 施行期日 

本指針は、令和４年８月１日から施行する。 
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参考 

がん診療連携拠点病院の整備に関する指針 

（用語の解説） 

１ ＡＹＡ世代 

 Adolescent and Young Adult（思春期・若年成人）の頭文字をとったもので、

主に思春期（15歳～）から30歳代までの世代を指す。 

２ セカンドオピニオン

診断及び治療方針等について、現に診療を担っている医師以外の医師による助言

及び助言を求める行為をいう。 

３ 患者サロン 

医療機関や地域の集会場などで開かれる、患者や家族などが、がんのことを気

軽に語り合う交流の場をいう。 

４ ＢＣＰ 

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェ

ーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、

重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させる

ための方針、体制、手順等を示した計画のこと。事業継続計画。 

５ 我が国に多いがん 

大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、前立腺がん及び肝・胆・膵のがんをいう。 

６ レジメン

薬物療法における薬剤の種類や量、期間、手順などを時系列で示した計画のこ

と。 

７ リンクナース

医療施設において、各種専門チームや委員会と病棟看護師等をつなぐ役割を持

つ看護師をいう。 

８ アドバンス・ケア・プランニング

 人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事

前に繰り返し話し合うプロセスのこと。 
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９ ＰＲＯ（患者報告アウトカム） 

Patient Reported Outcome の略。自覚症状やＱＯＬに関する対応の評価のため

に行う患者の主観的な報告をまとめた評価のこと。医療従事者等による解釈が追

加されない形での実施が望ましいとされる。治験等の領域において客観的な指標

では計測できないが重要な自覚症状等について、各治療法の効果等を適切に評価

するために発展してきた概念。 

10 ピア・サポート 

 患者・経験者やその家族がピア（仲間）として体験を共有し、共に考えること

で、患者や家族等を支援すること。 

11 妊孕性 

 子どもをつくるために必要な能力のこと。精子や卵子だけではなく、性機能や

生殖器、内分泌機能も重要な要素である。がん治療（化学療法、放射線療法、手

術療法）等の副作用により、これらの機能に影響を及ぼし、妊孕性が低下もしく

は失われる場合がある。 

12 アピアランスケア 

 医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化

に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアのこと。 

13 常勤 

原則として病院で定めた勤務時間の全てを勤務する者をいう。病院で定めた医

師の１週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している者を常

勤とし、その他は非常勤とする。 

14 専任・専従 

専任とは当該診療の実施を専ら担当していることをいう。この場合において、

「専ら担当している」とは、その他診療を兼任していても差し支えないものとす

る。ただし、その就業時間の少なくとも５割以上、当該診療に従事している必要

があるものとする。 

専従とは当該診療の実施日において、当該診療に専ら従事していることをい

う。この場合において、「専ら従事している」とは、その就業時間の少なくとも

８割以上、当該診療に従事していることをいう。 
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事 務 連 絡 

令和４年９月 22 日 

各都道府県衛生主管部（局） 

国立研究開発法人国立がん研究センター担当課 御中 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課 

がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針に関するＱ＆Ａについて 

 がん診療連携拠点病院等におかれては、平素より質の高いがん医療の提供に 

御尽力をいただいておりますこと、心より感謝申し上げます。 

 がん診療連携拠点病院等については、「がん診療連携拠点病院等の整備に関す

る指針」（令和４年８月１日付け健発 0801第 16号厚生労働省健康局長通知の別

添。以下「整備指針」という。）において規定しておりますが、今般、整備指針

に関する疑義照会について別添の通りＱ＆Ａとして整理いたしましたので、送

付いたします。 

 各都道府県におかれては、貴管内のがん診療連携拠点病院等に対しても、併せ

て情報提供をお願いいたします。 
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がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針に関するＱ＆Ａ 

【ＡＹＡ世代支援チームについて】（Ｐ．11） 

（答） 

○ 医師、看護師、公認心理師、社会福祉士や精神保健福祉士などを想定している。これら

の職種の方で、一般社団法人ＡＹＡがんの医療と支援のあり方研究会による｢ＡＹＡ世代がん

サポート研修｣等の、ＡＹＡ世代のがん患者の相談支援に関する研修を履修していることが望

ましい。 

【専門的な知識及び技能を有する医師の配置について】（Ｐ．12） 

（答） 

○ 例えば、当該都道府県の複数（過半数以上）の拠点病院が当該要件によって拠点病院

から外れるような状況で、県のがん診療の体制の継続性に関わるようなものを想定してい

る。

〇 都道府県として、当該病院のがん診療の質の担保に関する支援策や、要件充足のため

の是正策等について文書で御提出いただいた場合は、指定の検討会において審議を行

う。書類の提出方法は課長通知本文に記載があるため、そちらを確認すること。 

【診療実績について】（Ｐ．13） 

（答） 

○ 患者数については以下のように定義する。

ア 院内がん登録数（入院、外来は問わない自施設初回治療分）

院内がん登録標準登録様式における症例区分 20（自施設診断・自施設初回治療開始）

及び 30（他施設診断・自施設初回治療開始）の数をいう。 

イ 悪性腫瘍の手術件数

医科診療報酬点数表第２章第 10部に掲げる悪性腫瘍手術をいう。（病理診断により悪

性腫瘍であることが確認された場合に限る。）なお、内視鏡的切除も含む。 

ウ がんに係る薬物療法のべ患者数

経口または静注による全身投与を対象とする。ただし内分泌療法単独の場合は含めな

い。なお、患者数については、１レジメンを１人として計上する。 

エ 放射線治療のべ患者数

１ Ⅱの２の（１）の⑥のエ｢ＡＹＡ世代支援チーム｣において具体的に想定している構成職種

はなにか。 

１ Ⅱの２の（２）の①のクの「地域における医療体制に大きな影響がある場合」とは、どの

ような状況を想定しているか。 

２ 令和５年４月１日からの拠点病院の指定に関して大きな影響があると見込まれる場合、

どのような書類を提出する必要があるのか。 

１ Ⅱの３の（１）の症例数はどのように計上するのか。 
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放射線治療とは医科診療報酬点数表第２章第 12部の放射線治療に含まれるものとす

る。ただし、血液照射は除く。なお、患者数については、複数部位照射する場合でも、一

連の治療計画であれば１人として計上する。 

オ 緩和ケアチームの新規介入患者数

   同一入院期間内であれば、複数回介入しても１人として計上する。 

【当該がん医療圏に居住するがん患者の診療実績について】（Ｐ．13） 

（答） 

○ この場合の診療実績は、各医療機関の年間新入院がん患者数のうち、当該二次医療圏

に居住している者を分子とし、患者調査の「病院の推計退院患者数（患者住所地もしくは施

設住所地），二次医療圏×傷病分類別」の当該二次医療圏の悪性新生物の数値を 12倍

したものを分母とすること。分子の数値はがん診療連携拠点病院現況報告の数値を用い、

分母の数値には原則として患者調査の最新公開情報を用いること。

なお当該、がん医療圏と二次医療圏が一致しない場合は、各医療機関の年間新入院が

ん患者数のうち当該二次医療圏に居住している者を分子とし、患者調査の「病院の推計退

院患者数（患者住所地もしくは施設住所地），二次医療圏×傷病分類別」の当該二次医療

圏の悪性新生物の数値を 12倍したものを、当該二次医療圏の人口と当該がん医療圏の

人口の比により、当該がん医療圏の病院の退院患者数を推定したものを分母とすること。 

【がん相談支援センターについて】（Ｐ．14） 

（答） 

○ 以下に示す項目等について、がん相談支援センターが窓口となり、病院全体で対応でき

る体制を整備すること。

① がんの予防やがん検診に関する情報の提供

② がんの治療に関する一般的な情報の提供

ア がんの病態や標準的治療法

イ 自施設で対応可能ながん種や治療法等の診療機能及び、連携する医療機関

ウ アスベストによる肺がん及び中皮腫

エ ＨＴＬＶ－１関連疾患であるＡＴＬ

オ セカンドオピニオンの提示が可能な医師や医療機関の紹介

カ 高齢者のがん治療

キ 患者の治療や意思決定

③ がんとの共生に関する情報の提供・相談支援

ア がん患者の療養生活

イ 就労（産業保健総合支援センターや職業安定所等との効果的な連携）

ウ 経済的支援

１ Ⅱの３の（１）の②「当該医療圏に居住するがん患者のうち、２割程度について診療実績

があること。」における診療実績はどのように算定するのか。 

１ Ⅱの５の（１）のがん相談支援センターの業務内容は具体的にはなにか。 
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エ 小児がんの長期フォローアップ 

オ アピアランスケアに関する相談 

④ その他 

ア 地域の医療機関におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報収集・提供 

イ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの 

定期開催等の患者活動に対する支援 

ウ 相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向けた取組 

エ その他相談支援に関すること 

○ 以下に示す項目については自施設での提供が難しい場合には、適切な医療機関に紹

介すること。 

① がんゲノム医療に関する相談 

② 希少がんに関する相談 

③ ＡＹＡ世代にあるがん患者に対する治療療養や就学、就労支援に関する相談 

④ がん治療に伴う生殖機能への影響や、生殖機能の温存に関する相談 

⑤ 障害のある患者への支援に関する相談 

 

【政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究】（Ｐ．17及び 24） 

（答） 

○ 政策的公衆衛生的な調査研究とは、厚生労働省委託事業又は厚生労働省、その他の官

公庁若しくは都道府県から協力依頼のある調査とする。 

  なお、研究の協力依頼に対応するための、各施設の連絡先を現況報告書に記載して提出

すること。 

 

【医療安全について】（Ｐ．17及び 25） 

（答） 

○ 日本医療機能評価機構の病院機能評価、ISO（国際標準化機構）認証、JCI（Joint 

Commission International）認証を想定している。ただし、複数医療機関同士での相互評価

等は含まない。 

 

【既指定病院について】（Ｐ．25） 

（答） 

１ 政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究とは具体的になにか。 

２ 研究の協力依頼に対応する窓口の連絡先を国立がん研究センターに登録する具体的

な方法はなにか。 

１ Ⅱの７の（３）の第三者評価とは何か。 

１ 指定の期間が令和５年３月 31日までとなっている既指定病院は、この期間内は「がん

診療連携拠点病院等の整備について」（令和４年８月１日付け健発 0801第 16号厚生労

働省健康局長通知）で新しく定めた指定要件を満たしていなくても、現行の指定類型に

変更はないということでよいか。 
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○ 令和４年４月１日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、令和４

年８月１日時点で拠点病院等として指定を受けていた医療機関は従前の指定の効果が継

続する。ただし、この期間内であっても、がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会

における議論を踏まえ、当該病院の指定の取り消しが行われる場合はこの限りでない。

【地域連携クリティカルパスについて】 

（答） 

○ 地域連携クリティカルパスの活用状況については、地域ごとに大きな差異が見られ、全国

一律で必須要件とすることは妥当ではないとがん診療連携拠点病院等の指定要件に関す

るワーキンググループにおいて判断された。従って、今後、地域連携クリティカルパスの整

備・活用は必須としていない。

【新旧対照表について】 

（答） 

○ 全面改定のため、新旧関係が複雑になりすぎることから、新旧対照表の公表は予定して

いない。

【令和５年４月以降の拠点病院等の指定について】 

（答） 

○ 原則、令和４年の現況報告の基準日（本年９月１日）時点で満たす必要がある。一方で、

基準日時点で充足できていないものは、充足見込みなどの取組状況を所定の様式に記入

いただいた場合、指定の検討会において指定の可否について審議を行う。対応方法は課

長通知に記載があるため、そちらを確認すること。

１ 指針改定にあたり、旧指針にあった「地域連携クリティカルパス」の文言が削除された

が、引き続き地域連携クリティカルパスの整備・活用は必須か。 

１ 整備指針の新旧対照表は公表されないのか。 

１ 令和５年４月１日以降の拠点病院等の指定を希望する場合に、「がん診療連携拠点病

院等の整備について」（令和４年８月１日付け健発 0801第 16号厚生労働省健康局長通

知）で新しく定めた指定要件はいつの時点で満たす必要があるか。 
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